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税の申告と納税

ＩＳＯ１４００１認証拡大取得を進めます

行政改革推進委員会中間答申

平成１７年国勢調査結果報告

障害者自立支援法

おめでとう二十歳！　
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確
定
申
告
は
、前
年
１
年
間
の
所
得
に
対
す
る
所
得
税
を
精
算
す
る

手
続
で
す
。申
告
の
受
付
は
、２
月
　
日（
木
）か
ら
３
月
　
日（
水
）ま
で

１６

１５

と
な
っ
て
い
ま
す
。期
限
ま
ぎ
わ
に
な
り
ま
す
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、申
告
は
早
め
に
す
ま
せ
ま
し
ょ
う
。住
民
税（
個
人
市
県
民
税
）の
申

告
も
併
せ
て
受
け
付
け
ま
す
。

　
ま
た
、個
人
事
業
者
の
消
費
税・地
方
消
費
税
の
申
告
は
、税
務
署
で

受
け
付
け
ま
す
。期
限
は
、３
月
　
日（
金
）で
す
。こ
ち
ら
も
忘
れ
ず
に

３１

手
続
き
し
ま
し
ょ
う
。

申
告
受
付・申
告
相
談

　
２
月
　
日（
木
）か
ら
３
月
　
日

１６

１５

（
水
）ま
で
の
期
間（
土・日
曜
日
を

除
く
。）で
午
前
８
時
　
分
～
午
後

３０

５
時
に
、下
記
の
会
場
で
所
得
税

の
確
定
申
告
と
個
人
市
県
民
税
の

申
告
受
付
及
び
申
告
相
談
会
を
実

施
し
ま
す
。

　
ま
た
、和
田
山
税
務
署（
和
田
山

上
町
）で
も
、所
得
税
の
確
定
申
告

及
び
申
告
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
な
お
、和
田
山
納
税
協
会・近
畿

税
理
士
会
和
田
山
支
部
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
で
、「
税
理
士
に
よ
る
所

得
税
に
関
す
る
相
談
会
」も
午
前

　
時
～
午
後
４
時
に
下
記
の
と
お

１０
り
実
施
さ
れ
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、郵
送
で
の
申
告
も
で
き

ま
す
の
で
、こ
ち
ら
も
ご
利
用
下

さ
い
。

　
な
お
、確
定
申
告
書
の
提
出
や

納
税
を
、３
月
　
日（
水
）の
期
限

１５

ま
で
に
し
な
か
っ
た
場
合
や
、税

額
を
少
な
く
申
告
し
て
い
た
場
合

は
、加
算
税
や
延
滞
金
を
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な

人　
次
の
よ
う
な
人
は
、確
定
申
告

の
必
要
が
あ
り
ま
す（
以
下
の
項

目
は
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
、

こ
の
ほ
か
に
も
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
。）。

▼
商
売
な
ど
個
人
で
事
業
を
営
ん

で
い
る
人
や
不
動
産
収
入
が
あ
る

人▼
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い

る
人
で
、給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
の
合
計
が
　
万２０

円
を
超
え
る
人

▼
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
る
人

▼
年
金
所
得
者
の
う
ち
、所
得
税

の
納
付
が
必
要
な
人（
源
泉
徴
収

さ
れ
て
い
て
も
、税
が
不
足
す
る

場
合
な
ど
。）

▼
土
地
、建
物
や
ゴ
ル
フ
会
員
権

確
定
申
告
は「
自
書
申
告
」で

　
税
務
署
で
は
、納
税
者
の
皆
さ

ん
が
、確
定
申
告
書
や
収
支
内
訳

書
を
自
ら
作
成
し
、不
明
な
点
が

あ
れ
ば
、職
員
が
会
場
で
助
言
を

行
う「
自
書
申
告
」を
推
進
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の「
自
書
申
告
」は
、全
て
の

納
税
者
の
皆
さ
ん
が
、そ
れ
ぞ
れ

の
責
任
に
お
い
て
適
正
な
申
告
と

納
税
を
行
う
と
い
う
申
告
納
税
制

度
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で

す
。

　
こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
い

き
、「
確
定
申
告
の
手
引
き
」や「
前

年
分
の
申
告
書
控
」な
ど
を
参
考

に
確
定
申
告
書
を
作
成
し
、早
期

に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

税理士による
相談会開催日

申告受付及び申告相談会
（２月１６日～３月１５日開催）　

３月１日(水) 生野庁舎ウラ１階会議室生　野

３月２日(木)
３月３日(金)

 和田山農業研修センター２階 
(市役所ウラ)

和田山

３月６日(月) 山東庁舎１階市民室山　東

３月６日(月) 朝来庁舎別館１階会議室朝　来
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忘
れ
ず
に
！
　
お
早
め
に
！

　
　
　
　税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告
とととととととととととととととととととと
納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納
税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税

税
の
申
告
と
納
税

　
　
　
　
　

　
　
所
得
税
の
確
定
申
告
・
住
民
税
申
告
は
２
月
　
日
～
３
月
　
日

１６

１５

　
　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
３
月
　
日
ま
で
に

３１
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平成１８年２月号３

な
ど
の
資
産
を
譲
渡
し
た
人
で
、

譲
渡
に
よ
る
所
得
が
一
定
額
以
上

あ
る
人

《
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
れ

ば
税
金（
所
得
税
）が
戻
る
人
》

　
次
の
よ
う
な
人
で
、源
泉
徴
収

さ
れ
た
税
金
な
ど
が
納
め
過
ぎ
に

な
っ
て
い
る
人
は
、還
付
を
受
け

る
た
め
の
申
告
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す（
以
下
の
項
目
は
あ
く
ま

で
も
例
示
で
あ
り
、こ
の
ほ
か
に

も
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。）。

▼
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

や
公
的
団
体
な
ど（
別
途
定
め
あ

り
）に
寄
附
を
行
っ
た
人

▼
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど（
償
還
期
間

が
　
年
以
上
な
ど
）を
利
用
し
て

１０

マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
人
や
増

改
築
を
行
っ
た
人

▼
年
の
途
中
で
退
職
し
、そ
の
後

就
職
し
な
か
っ
た
た
め
、年
末
調

整
を
受
け
て
い
な
い
人

　
平
成
　
年
分
の
所
得
税
の
納
付

１７

は
、３
月
　
日（
水
）ま
で
に
お
願

１５

い
し
ま
す
。

　
ま
た
、所
得
税
で
は
、振
替
納
税

を
す
る
と
、４
月
　
日（
木
）に
口

２０

座
引
き
落
と
し
と
な
り
、資
金
の

準
備
に
余
裕
が
で
き
ま
す
。

税
制
改
正
等
に
よ
る
主
な
変
更

点　
平
成
　
年
度（
平
成
　
年
所
得

１７

１７

税
、平
成
　
年
度
個
人
市
県
民
税
）

１８

の
税
制
改
正
等
に
よ
る
主
な
変
更

点
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

▼
公
的
年
金
等
控
除
の
改
正

　
昭
和
　
年
１
月
１
日
以
前
に
生

１６

ま
れ
た
人
の
公
的
年
金
等
の
控
除

額
が
減
額
に
な
り
ま
し
た
。

▼
老
年
者
控
除
の
廃
止

　
昭
和
　
年
１
月
１
日
以
前
に
生

１６

ま
れ
た
人
の
老
年
者
控
除
が
廃
止

に
な
り
、所
得
税
で
　
万
円
、市
県

５０

民
税
で
　
万
円
の
控
除
が
な
く
な

４８

り
ま
し
た
。

国
民
年
金
等
の
掛
け
金
に
つ
い

て　
国
民
年
金
等
の
保
険
料（
掛
け

金
）に
つ
い
て
は
、社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、平
成

　
年
分
所
得
税
及
び
平
成
　
年
度

１７

１８

個
人
市
県
民
税
か
ら
、申
告
の
際

に
、こ
の
保
険
料
の
控
除
証
明
書

（
昨
年
の
　
月
頃
に
社
会
保
険
庁

１１

か
ら
個
人
宛
に
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。）又
は
領
収
書
を
添
付
又
は
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

し
た
。

個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
の
申
告

　
個
人
で
事
業
を
し
て
い
る
人
で
、

消
費
税
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
次
の
よ
う
な
場
合
で

す
。

▼
平
成
　
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１５

一
千
万
円
を
超
え
る
場
合

▼「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」を
提
出
し
た
場
合

　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申

告
と
納
税
は
、同
時
に
１
枚
の
申

告
書
と
納
付
書
に
よ
っ
て
、納
税

地
の
所
轄
税
務
署
長
に
対
し
て
行

い
ま
す
。

　
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申

告
期
限
と
納
期
限
は
、３
月
　
日３１

（
金
）ま
で
で
す
。申
告
書
の
提
出

に
あ
た
っ
て
は
、付
表
の
添
付
も

お
忘
れ
な
く
。

　
ま
た
、振
替
納
税
を
利
用
す
る

と
、４
月
　
日（
木
）に
口
座
引
き

２７

落
と
し
と
な
り
、資
金
の
準
備
に

余
裕
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、和
田
山
税
務
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

個
人
市
県
民
税
の
申
告

　
朝
来
市
で
個
人
市
県
民
税
の
申

告
の
必
要
な
人
は
、平
成
　
年
１
１８

月
１
日
現
在
で
朝
来
市
に
住
所
の

あ
る
人
で
す
。平
成
　
年
中
の
収

１７

入・所
得
な
ど
に
つ
い
て
申
告
し

て
下
さ
い
。

　
申
告
書
は
、２
月
上
旬
に
各
世

帯
ご
と
に
郵
送
し
ま
す
が
、　
　
２０

歳
以
下
の
人
、給
与
所
得
だ
け
の

人
又
は
青
色
申
告
を
す
る
人
な
ど

は
、申
告
書
を
送
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
申
告
書
の
提
出
期
限
は
、３
月

　
日（
水
）で
す
。朝
来
市
税
務
課

１５
又
は
最
寄
の
支
所
市
民
課
に
提
出

す
る
か
郵
送
し
て
下
さ
い
。

　
な
お
、所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
人
は
市
県
民
税
の
申
告
を
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、農
業

の
あ
る
人
や
確
定
申
告
し
た
内
容

以
外
に
所
得
の
あ
る
人
は
確
定
申

告
し
て
い
て
も
市
県
民
税
の
申
告

を
し
て
下
さ
い
。　

　
ま
た
、申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
が
申
告
を
し
な
い
場
合

は
、所
得
証
明
書
の
発
行
が
で
き

な
い
ほ
か
、国
民
健
康
保
険
税
の

軽
減
措
置
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、朝
来
市
税
務
課
に
お

問
い
合
せ
わ
下
さ
い
。

農
業
所
得
は
収
支
計
算
で

　
農
業
所
得（
米・野
菜
等
の
生
産

に
伴
う
所
得
な
ど
）の
申
告
は
、収

支
計
算
が
必
要
で
す
。領
収
書
や

通
帳
等
を
も
と
に
、平
成
　
年
中
１７

に
得
た
収
入
や
費
や
し
た
必
要
経

費
を
把
握
し
、帳
簿
に
ま
と
め
、収

支
内
訳
書
を
作
成
し
て
、申
告
し

て
下
さ
い
。

　
な
お
、今
回
は「
農
業
所
得
標

準
」に
よ
る
計
算
は
で
き
ま
す
が
、

平
成
　
年
産
米
に
関
す
る
来
年
の

１８

申
告
か
ら
は
、こ
の
方
法
で
は
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、農
業
関

係
の
伝
票
や
領
収
書
な
ど
は
、平

成
　
年
１
月
か
ら
の
分
を
大
切
に

１８

保
管
し
、こ
れ
ら
を
も
と
に
収
支

計
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

市
税
を
振
替
納
税
で

　
振
替
納
税
は
、一
度
手
続
を
す

れ
ば
、あ
と
は
納
期
限
に
自
動
的

に
指
定
の
口
座
か
ら
納
税
さ
れ
る

便
利
な
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
手
続
は
、市
役
所
や
支
所
の
ほ

か
、市
内
の
金
融
機
関
又
は
郵
便

局
な
ど
で
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、朝
来
市
役
所
で
確

認
し
て
下
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

●
和
田
山
税
務
署

　
電
話
６
７
２
‐
３
１
７
１

●
朝
来
市
税
務
課

　
電
話
６
７
２
‐
６
１
１
９



広報 朝朝来来 ４

２ 基本方針

　朝来市は、朝来市まちづくり計画等の趣旨を踏まえ、

職員一人ひとりが地球の資源に限りのあることを認識

し、環境を地球レベルでとらえ、この中から行政サービ

スの提供、執行面におけるすべての事務・事業を見直し、

継続的に環境の保全と改善に取組むこととします。

　そして、朝来市の将来像である「人と緑　心ふれあう

交流のまち　朝来市」づくりを目指します。

１．環境目的・目標を設定し、環境関連法規、その他要
　求事項を守り、実践、見直しを行いながら、継続的な
　環境保全、改善活動と汚染防止の取組を進めます。

①率先して環境にやさしい事務・事業を推進するととも
　に、環境問題について、市民、事業者への普及・啓発
　と支援活動等を進めます。

②環境保全・改善、省エネルギー、省資源、再利用、再
　資源化などに優れた技術、資材等の積極的な導入を
　図るとともに、汚染物質の排出を抑制し常に環境へ
　の影響に配慮します。

③職員一人ひとりが、無駄を省き、省エネルギー、省資
　源、再利用、再資源化、グリーン購入に努めます。

２．組織、運営体制を整え、環境マネジメントシステム

　を適切に運用し、責任の所在を明確にしながら、職員

　全員体制の中で、環境保全と改善をめざし取組を進

　めます。

３．市職員としての役割を認識し、環境保全、改善に対

　する一層の意識の向上を図るため職員周知と教育、　

　訓練に努め、率先垂範、実践し、市民の模範となるよ

　うに努めます。

４．市内外からの意見、提案を積極的に取り入れ、環境

　負荷低減を目指す取組を進めます。

５．「人と緑 心ふれあう交流のまち 朝来市」にふさわし

　い地域の環境や景観づくりを目指す取組を進めます。

６．この環境方針は、朝来市内外に公表し、環境に関す

　る意識の向上を図ります。

　平成１７年８月２５日

　　　　　　　　　　　兵庫県朝来市長　井上英俊

I
S
O１
４
０
０
１

　
I
S
O１
４
０
０
１
は「
企
業
等
が
事
業
活
動
に

お
い
て
ど
の
程
度
環
境
に
配
慮
し
た
事
業
展
開
を

行
っ
て
い
る
か
」を
世
界
共
通
の
規
格
で
見
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
規
格
の
目
的
は
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

ス
テ
ム
の
継
続
的
な
改
善
を
通
し
て
、
環
境
負
荷

と
環
境
リ
ス
ク
の
低
減
を
図
る
も
の
で
、
計
画（
P

l
a
n）→
実
施（
D
o）→
点
検（
C
h
e
c
k）→

見
直
し（
A
c
t
i
o
n）の
P
D
C
Aの
サ
イ
ク

ル
で
、
継
続
的
に
シ
ス
テ
ム
を
改
善
し
て
い
く
こ

と
に
そ
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

 認証拡大取得　を進めます。蕎　蕎　蕎　蕎   　
　　　　　　　　　　　　　　

１ 基本理念

　朝来市は、県立自然公園朝来群山に囲まれた円山川､市川の源流域にあり、済んだ空気と清流に育まれた美しい風

土、自然環境､歴史文化に恵まれたまちであり、私たちはこれらを大切に守ってきました。

　しかし、物の豊かさの中、生活レベルや利便性が高まる一方で、資源やエネルギーの大量消費、大量廃棄が進み、

環境に大きな負荷を与えるようになり、地球温暖化に見られるようにその影響は地域にとどまらず異常気象、災害

の多発等、地域全体にまで及んでいます。

　今、私たちは、環境優先の理念のもと、地球的規模の広い視野で各種の事務や事業、活動がどのように環境に影

響を与えているかを見つめ直し、環境に与える負荷を低減させる活動を通じて、かけがえのない大切な環境を守り、

次代に継承していかねばなりません。

　そこで、朝来市では、国際規格であるISO14001環境マネジメントシステムが地球レベルにまで及ぶ環境問題の

改善に極めて有効であるとの観点から、これを拡大し、自治体自ら率先して、自主的かつ継続的に環境の保全と改

善に向け取り組みを進めることとします。

朝　来　市　環　境　方　針

経営層による

見直し（Action）

計画（Plan）
・環境側面
・法的・その他の要求
・目的・目標
・環境マネジメントプログラム

実施及び運用（Do）
・体制及び責任
・訓練、自覚及び能力
・コミュニケーション
・環境マネジメントシステム文書
・文書管理
・運用管理
・緊急事態への準備・対応

継
続
的
改
善

点検及び是正処置

（Check）
・監視及び測定
・不適合及び是正並び
　に予防措置
・記録
・環境マネジメントシステム監査
　（内部環境監査）

葛 葛

葛葛



平成１８年２月号５

          蕎　蕎　蕎　蕎　朝来市は　ＩＳＯ14001
(環境マネジメントシステム)　  　

―
 重
点
目
標
 ―

①
温
室
効
果
ガ
ス
等
の
汚
染
物
質
の
排
出
を
最
小
限
に

と
ど
め
ま
す
。（
燃
料
使
用
量
の
削
減
）

・アイ
ドリン
グストップの励
行
と、
温
室
効
果
ガス（
二
酸
化
炭

　
素
、窒
素
酸
化
物
）等の排
出
削
減

・
公
用
車
における低
公
害
車
、小
型
車の導
入
と総
台
数の削
減

・
近
距
離
に
お
け
る
公
用
自
転
車
の
使
用
の
徹
底

・
近
距
離
通
勤
者
の
徒
歩
、自
転
車
、単
車
等
に
よ
る
通
勤
の
励
行

・
減
カ
ー
デ
ー
設
定
と
公
共
交
通
機
関
の
利
用
、
自
転
車
、
相
乗

　
り
等
に
よ
る
自
動
車
通
勤
総
走
行
距
離
の
削
減

②
環
境
に
配
慮
し
た
工
事
や
事
業
を
進
め
ま
す
。

・
公
共
工
事
の
設
計
、
積
算
段
階
に
お
け
る
再
生
材
等
の
使
用
推

　
進
の
徹
底

・
公
共
工
事
環
境
配
慮
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
環
境
に
配
慮
し
た
工

　
事
の
実
施

・
請
負
業
者
へ
の
環
境
配
慮
施
工
の
指
導
と
徹
底

　
　
大
気
汚
染
、水
質
　
汚
濁
、騒
音
、振
動
、悪
臭
、粉
塵
防
止
措

　
　
置
等
の
指
導
と
徹
底

③
「
資
源
を
大
切
に
」
を
第
一
に
、
省
資
源
、
再
利
用
、

再
資
源
化
に
努
め
ま
す
。

・
エ
コ
商
品
等
の
グ
リ
ー
ン
購
入
の
推
進

・
再
生
紙
使
用
の
推
進
と
、
紙
の
総
使
用
量
の
削
減

・
共
通
消
耗
品
の
一
括
購
入
と
消
耗
品
の
節
減
、
削
減
・
ゴ
ミ
の

　
分
別
排
出
と
減
量
化
の
推
進

・
再
利
用
、
再
資
源
化
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
の
推
進
徹
底
と
実
践

④
適
切
な
施
設
管
理
、
運
営
を
通
じ
て
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
努
め
ま
す
。

・
電
気
使
用
量
の
削
減
―
最
小
限
の
照
明
、
こ
ま
め
な
消
灯
等
の

　
徹
底
、ノ
ー
残
業
デ
ー（
週
一
回
）の
設
定
、エ
ア
コ
ン
の
適
正
温

　
度
管
理
の
徹
底
―
夏
季
　
℃
以
上
　
冬
季
　
℃
以
下
―

２８

２０

・
ガ
ス
使
用
量
の
削
減
―
効
率
使
用
の
徹
底

・
水
道
使
用
量
の
削
減
―
節
水
の
励
行

・
灯
油
使
用
量
の
削
減
―
暖
房
適
正
温
度
管
理
の
徹
底

・
重
油
使
用
量
の
削
減
―
効
率
使
用
の
徹
底

⑤
朝
来
エ
コ
ハ
ウ
ス
を
を
拠
点
に

環
境
保
全
と
改
善
を
め
ざ
し
啓
発
活
動
の
展
開
と
取
り

組
み
へ
の
支
援
に
努
め
ま
す
。

・
ゴ
ミ
の
分
別
排
出
の
啓
発
と
、
減
量
化
、
有
機
堆
肥
化
と
利
用

　
の
周
知
推
進

・
一
般
ゴ
ミ
の
野
焼
き
禁
止
の
周
知
啓
発
活
動
の
展
開

・
リ
サ
イ
ク
ル
、
再
資
源
化
の
呼
び
か
け
と
実
践
展
開

・
地
域
の
環
境
ア
ッ
プ
の
活
動
・
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
大
作
戦
の
展

　
開
と
支
援

・
学
習
活
動
、
イ
ベ
ン
ト
、
集
会
、
研
修
会
等
を
通
じ
た
環
境
保

　
全
啓
発
活
動
の
推
進
と
展
開

　
　
環
境
関
連
情
報
や
資
料
の
提
供

　
　
環
境
保
全
、
改
善
を
テ
ー
マ
に
盛
り
込
ん
だ
研
修
会
、
イ
ベ

　
　
ン
ト
、
事
業
等
の
展
開

　
　
日
常
生
活
や
各
種
の
事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
保
全
や
環
境

　
　
配
慮
へ
の
情
報
提
供
と
取
組
支
援

　
　
各
世
代
を
通
じ
て
の
資
源
循
環
、
環
境
保
全
や
改
善
へ
の
取

　
　
組
奨
励
と
啓
発
の
推
進

　
I
S
O１
４
０
０
１
シ
リ
ー
ズ
の
認

証
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
環

境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
が
適
切
に

実
施
・
運
用
・
維
持
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
、
第
三
者
の
審
査
登
録
機
関
の

審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
認
証
取
得
後
も
１
年
毎
の
定
期

審
査
を
含
め
３
年
毎
に
更
新
審
査
が
実

施
さ
れ
、
継
続
的
な
改
善
が
図
ら
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
認
証
が
取
り
消
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
認
証
拡
大
取
得
■
　

　
朝
来
市
で
は
I
S
O１
４
０
０
１

（
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
）を
地

球
環
境
を
保
全
す
る
た
め
の
有
効
な
手

段
と
考
え
、
市
役
所
を
一
つ
の
事
業
所

と
し
て
と
ら
え
、
市
が
行
う
事
務
事
業

や
活
動
を
見
直
し
、
環
境
に
与
え
る
影

響
を
少
し
で
も
減
ら
し
て
い
く
よ
う
に

取
り
組
み
を
進
め
ま
す
。
そ
の
た
め
、

既
に
朝
来
庁
舎（
旧
朝
来
役
場
）と
旧
朝

来
町
内
の
関
連
施
設
で
取
得
し
て
い
る

認
証
を
、
市
役
所
本
庁
舎
を
は
じ
め
、

他
の
施
設
に
も
拡
大
し
て
認
証
取
得
す

る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　
昨
年
８
月
に
は
環
境
を
守
る
た
め
の

決
意
と
し
て
「
朝
来
市
環
境
方
針
」
を

立
て
、
方
針
を
実
現
す
る
た
め
の
環
境

影
響
調
査
や
法
的
要
求
事
項
の
調
査
、

環
境
目
的
・
目
標
お
よ
び
環
境
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
内
部
環

境
監
査
員
の
任
命
な
ど
を
行
い
、
認
証

拡
大
取
得
を
目
指
し
て
の
取
り
組
み
を

実
践
し
て
い
ま
す
。　

I
S
O１
４
０
０
１
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

朝
来
市
・
朝
来
市
教
育
委
員
会
は
持
続
可
能
な
社
会
を
目
指
し

　
　
　
　
環
境
に
配
慮
し
た
や
さ
し
い
事
務
・
事
業
を
進
め
ま
す
。

　
私
た
ち
は
、
地
球
的
視
点
か
ら
環
境
を
見
つ
め
直
し
、
次
の
５
つ
の
重
点
目
標
を
掲
げ
、
資
源
循
環
、
環
境
負
荷
低
減
を
目
指

す
活
動
を
継
続
的
に
進
め
、
持
続
可
能
な
社
会
へ
向
け
て
環
境
の
保
全
と
改
善
に
努
め
ま
す
。



　
朝
来
市
は
、
８
月
　
日
に
組
織
さ
れ
た
「
朝
来
市
行
財
政
改

３０

革
推
進
委
員
会（
戸
田
幸
男
会
長
、　
名
）」か
ら
　
月
　
日
に

１５

１２

２８

朝
来
市
行
財
政
改
革
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
中
間
答
申
を
受
け

ま
し
た
。

　
中
間
答
申
で
は
、
今
後
想
定
さ
れ
る
三
位
一
体
改
革
の
推
進
、

少
子
・
高
齢
化
、
地
方
分
権
を
視
野
に
入
れ
、
平
成
　
年
度
の
１８

予
算
編
成
に
向
け
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
財
政
の
運
営
へ
の
取

り
組
み
を
行
う
こ
と
と
し
、「
行
政
と
し
て
早
急
に
取
り
組
む

べ
き
こ
と
」、「
市
民
の
理
解
を
得
る
と
と
も
に
、
協
力
を
求
め

る
こ
と
」、「
外
部
団
体
等
へ
の
改
革
に
関
す
る
こ
と
」
の
三
つ

の
柱
を
基
本
と
し
、
市
民
と
一
体
と
な
っ
た
行
政
運
営
を
進
め

る
よ
う
答
申
を
受
け
ま
し
た
。

　
朝
来
市
と
し
て
は
、
今
回
の
中
間
答
申
を
基
に
各
項
目
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
数
値
目
標
を
設
定
す
る
な
ど
、
大
綱
策
定
に

向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
と
と
も
に
、
３
月
末
の
本
答
申
を

受
け
、
平
成
　
年
度
に
「
朝
来
市
行
財
政
改
革
大
綱
・
実
施
計

１８

画
」
を
策
定
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、「
朝
来
市
行
財
政
改
革
大
綱・実
施
計
画
」
策
定
に
あ

た
り
ま
し
て
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
な
ど
情
報
公

開
に
努
め
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
拝
聴
す
る
な
ど
、
市

民
と
一
体
と
な
っ
た
行
政
運
営
を
進
め
て
参
り
ま
す
。 

中
間
答
申

中
　
間
　
答
　
申

朝
来
市
行
財
政
改
革
の

　
　
　
目
指
す
べ
き
方
向
に
つ
い
て

【
総
　
論
】

行
財
政
改
革
へ
の
取
り
組
み

　
朝
来
市
が
誕
生
し
て
９
ヶ
月
が
経
過
す

る
状
況
下
、
少
子・高
齢
社
会
の
一
層
の
進

展
、こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人

口
減
少
、目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
経
済
情
勢
の

変
転
な
ど
、新
市
と
し
て
不
安
を
拭
え
な
い

不
透
明
な
状
態
に
あ
る
。

　
合
併
前
の
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の「
合
併
に

よ
り
期
待
す
る
こ
と
」に
お
い
て『
行
政
事

務
の
効
率
化
に
よ
り
、経
費
削
減
に
つ
な
が

る
』に
最
も
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。

　
国
に
お
い
て
も
三
位
一
体
改
革
に
よ
る

国
庫
補
助
負
担
金
の
一
般
財
源
化
や
地
方

交
付
税
の
削
減
に
よ
り
、地
方
財
政
は
大
き

な
変
革
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、朝
来
市

に
お
い
て
も
平
成
　
年
度
以
降
も
引
き
続

１８

き
厳
し
い
財
政
運
営
を
迫
ら
れ
、従
来
の
財

政
構
造
か
ら
は
一
段
と
硬
直
化
が
進
む
と

予
想
さ
れ
る
。

　
特
に
少
子・高
齢
化
に
伴
う
扶
助
費
の
膨

張
、地
方
債
の
連
年
に
わ
た
る
発
行
に
起
因

す
る
後
年
度
負
担
（
公
債
費
）
の
増
大
は
、

今
後
大
き
な
財
政
負
担
と
な
っ
て
く
る
も

と
予
想
さ
れ
、基
金
現
在
高
の
堅
持
、起
債

発
行
の
抑
制
及
び
義
務
的
経
費
の
抑
制
な

ど
、将
来
的
視
点
に
立
っ
た
計
画
的
か
つ
効

率
的
で
責
任
あ
る
市
政
運
営
（
経
営
）
を

行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
。

　
こ
う
し
た
中
、朝
来
市
に
お
け
る
行
財
政

改
革
の
取
り
組
み
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
る
。

　
本
格
的
な
分
権
型
社
会
へ
の
転
換
が
期

待
さ
れ
、地
方
の
自
立
性
と
財
政
基
盤
の
充

実
強
化
が
求
め
ら
れ
る
中
、私
た
ち
は
こ
れ

ま
で
に
な
い
斬
新
な
市
政
運
営
を
望
む
と

こ
ろ
で
あ
り
、市
民
と
一
体
と
な
っ
た
独
自

の
行
政
運
営
を
行
う
た
め
に
も
、市
民
の
理

解
と
協
力
を
得
な
が
ら
の
市
政
運
営
に
期

待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、市
民
の
一
層
の
市
政
へ

の
参
画
は
勿
論
、職
員
の
意
識
の
向
上
と
改

革
が
不
可
欠
で
あ
り
、行
政
自
ら
が
危
機
感

を
持
つ
と
と
も
に
こ
の
状
況
を
市
民
と
共

有
し
、旧
態
依
然
と
し
た
行
政
体
質
の
改
善

に
取
り
組
み
、市
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

“
朝
来
市
”の
実
現
に
向
け
、行
財
政
改
革
推

進
本
部
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、不

退
転
の
決
意
を
持
っ
た
積
極
的
な
取
り
組

み
を
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
朝
来
市
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会
は
、平

成
　
年
度
末
に
行
政
全
般
に
つ
い
て
の
改

１７

革
に
向
け
た
答
申
を
行
う
こ
と
と
す
る
が
、

ま
ず
そ
の
前
段
と
し
て
早
急
に
検
討
を
要

す
る
事
項
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
答
申
す

る
。

平
成
平
成
　
年
度
に
向
け
た
取
り
組
み

年
度
に
向
け
た
取
り
組
み

１８１８

１
 行
政
と
し
て
早
急
に
取
り
組
む
べ
き

　
こ
と

（
１
）財
政
の
健
全
化
と
効
率
的
か
つ
計
画

　
的
な
財
政
運
営
に
つ
い
て

（
２
）機
動
力
あ
る
組
織
の
再
編
成
に
つ
い

　
て

１２月２８日、市役所市長室において朝来市

行政改革推進委員会の戸田会長から中間答

申が井上市長に手渡されました。

行政改革推進委員会から中間答申を受けました行政改革推進委員会から中間答申を受けました行政改革推進委員会から中間答申を受けました

～ 朝来市行政改革の目指すべき方向について ～

広報 朝朝来来 ６



（
３
）定
員
管
理
及
び
給
与
等
の
適
正
化
に

　
つ
い
て

（
４
）人
材
育
成
の
推
進
に
つ
い
て

（
５
）公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
に
つ

　
い
て

（
６
）事
務
事
業
の
見
直
し
に
つ
い
て

（
７
）指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

２
 市
民
の
理
解
を
得
る
と
と
も
に
、協

　
力
と
負
担
を
求
め
る
こ
と

（
１
）公
平・公
正
な
負
担
区
分
の
明
確
化
に

　
つ
い
て

（
２
）補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て

３
 外
部
団
体
等
の
改
革
に
関
す
る
こ
と

（
１
）第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
公
的
関
与
に
つ

　
い
て

１
 行
政
と
し
て
早
急
に
取
り
組
む
べ

　
き
こ
と

（
１
）財
政
の
健
全
化
と
効
率
的
か
つ
計
画

　
的
な
財
政
運
営
に
つ
い
て

　
国
の
三
位
一
体
改
革
に
よ
る
地
方
交
付

税
の
圧
縮
、不
透
明
な
経
済
情
勢
下
に
あ
っ

て
、自
主
財
源
の
確
保
、経
常
経
費
の
抑
制

な
ど
、諸
問
題
を
乗
り
越
え
持
続
的
発
展
を

目
指
し
朝
来
市
が
誕
生
し
た
経
緯
を
踏
ま

え
、合
併
の
効
果
を
最
大
限
に
生
か
し
た
行

財
政
運
営
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の

た
め
少
な
い
経
費
で
最
大
限
の
効
果
が
得

ら
れ
る
財
政
運
営
を
行
う
こ
と
。

①
 平
成
　
年
度
予
算
編
成
に
あ
た
っ
て
は
、

１８

　
経
常
経
費
、事
業
費
の
徹
底
し
た
見
直
し

　
に
よ
る
歳
出
の
削
減
に
努
め
、起
債
発
行

　
の
抑
制
、財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し
を

　
極
力
抑
え
る
こ
と
。

②
 自
主
財
源
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
特

　
に
各
種
税
、保
険
料
、利
用
料
等
に
つ
い

　
て
滞
納
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

③
 中
長
期
の
視
点
で
の
財
政
計
画
を
早
急

　
に
策
定
し
、
限
ら
れ
た
財
源
を
活
か
し
、

　
有
効
か
つ
計
画
的
な
財
政
運
営
を
行
う

　
こ
と
。

④
 単
年
度
予
算
の
弊
害
を
縮
小
さ
せ
る
取

　
り
組
み
と
し
て
、経
費
削
減
対
応
に
よ
る

　
予
算
残
が
出
て
も
良
し
と
す
る
環
境
を

　
醸
成
す
る
こ
と
。

⑤
 物
品
を
一
元
管
理
す
る
な
ど
、
徹
底
し

　
た
経
費
節
減
を
図
る
こ
と
。

（
２
）機
動
力
あ
る
組
織
の
再
編
成
に
つ
い

　
て

　
現
在
の
朝
来
市
の
組
織
体
制
は
、合
併
前

に
調
整
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、合
併
後
の
実

情
を
踏
ま
え
、
課
題・問
題
点
を
整
理・検

証
し
、よ
り
現
実
に
即
し
た
効
率
的
な
行
政

運
営
が
行
え
る
よ
う
組
織
を
見
直
し
、管
理

型
組
織
か
ら
目
標
指
向
型
組
織
に
改
め
る

と
と
も
に
、市
民
が
わ
か
り
や
す
い
行
政
組

織
と
す
る
こ
と
。

①
 行
政
全
般
の
職
務
の
共
有
化
（
情
報
・

　
業
務
）
が
図
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、

　
市
組
織
全
体
と
し
て
政
策
実
現
に
向
け

　
た
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

②
 通
常
業
務
に
お
い
て
も
相
互
の
応
援
体

　
制
が
図
れ
る
組
織
機
構
に
つ
い
て
積
極

　
的
に
見
直
し
を
行
う
な
ど
、機
動
性
が
発

　
揮
で
き
る
組
織
と
す
る
こ
と
。

③
 朝
来
市
の
一
体
感
の
醸
成
に
向
け
、
積

　
極
的
な
人
事
交
流
を
図
る
こ
と
。

（
３
）定
員
管
理
及
び
給
与
等
の
適
正
化
に

　
つ
い
て

　
行
財
政
を
取
り
巻
く
厳
し
い
状
況
の
中
、

合
併
に
よ
る
職
員
の
削
減
に
加
え
給
与
の

適
正
化
に
つ
い
て
は
市
民
も
関
心
を
持
っ

て
お
り
、今
後
の
朝
来
市
の
行
財
政
運
営
に

お
い
て
も
重
要
な
課
題
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
中
、合
併
の
大
き
な
効
果
要
素
で

あ
る
定
員
管
理
、給
与
等
の
適
正
化
に
積
極

的
に
取
り
組
む
こ
と
。

①
 定
員
管
理
計
画
は
、
嘱
託
職
員
等
も
含

　
め
具
体
的
な
年
次・数
値
目
標
を
明
示
す

　
る
と
と
も
に
、将
来
的
視
点
に
立
っ
た
　
１０

　
年
計
画
と
し
て
平
成
　
年
度
中
に
策
定

１７

　
し
、
以
降
着
実
に
実
行
す
る
こ
と
。

②
 給
与
等
に
つ
い
て
、
人
事
院
か
ら
給
与

　
構
造
の
改
革
に
つ
い
て
勧
告
さ
れ
て
い

　
る
が
、こ
れ
ら
を
十
分
勘
案
す
る
と
と
も

　
に
民
間
企
業
の
厳
し
い
情
勢
等
を
踏
ま

　
え
な
が
ら
、地
域
の
実
情
に
応
じ
た
朝
来

　
市
独
自
の
給
与
制
度
の
確
立
を
検
討
す

　
る
な
ど
、抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 国
の
制
度
に
準
じ
た
是
正

　
　
・ 昇
給
停
止
年
齢
の
見
直
し

　
　
・ 調
整
手
当
の
廃
止

　
　
・ 住
居
・
通
勤
手
当
の
見
直
し
 等

　
＊
 朝
来
市
独
自
の
給
与
体
系
の
確
立

　
　
・ 給
料
表
の
見
直
し

　
＊
 超
過
勤
務
手
当
の
縮
減

　
＊
 人
事
評
価
制
度
に
よ
る
昇
格
昇
給
制

　
　
度
の
実
施

　
　
・ 人
事
考
課
に
よ
る
年
功
序
列
制
度

　
　
　
の
見
直
し（
人
事
考
課
シ
ス
テ
ム
の

　
　
　
構
築
）

　
＊
 職
員
の
分
限
に
つ
い
て
の
厳
格
な
対

　
　
応

（
４
）人
材
育
成
の
推
進
に
つ
い
て（
計
画
　

　
的
な
職
員
研
修
等
）

　
地
方
分
権
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
政
策

立
案・行
政
経
営
能
力
、
ま
た
行
政
運
営
の

リ
ー
ダ
ー
と
な
る
優
れ
た
人
材
の
育
成
を

図
る
た
め
、計
画
的
な
職
員
研
修
等
を
行
い
、

職
員
の
意
識
改
革
を
促
す
と
と
も
に
、職
員

の
能
力
向
上
を
図
り
、意
欲
あ
る
職
員
を
育

成
す
る
こ
と
。

①
 研
修
制
度
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
専
門

　
研
修
は
勿
論
の
こ
と
、
職
務・職
責
に
応

　
じ
た
計
画
的
な
研
修
制
度
を
確
立
す
る

　
こ
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 職
員
教
育・職
務
に
リ
ン
ク
さ
せ
た
研

　
　
修
制
度（
計
画
）の
確
立

　
　
・ サ
ー
ビ
ス
提
供
者
（
奉
仕
者
）
と

　
　
　
し
て
の
自
覚
、
マ
ナ
ー
の
遵
守

②
 研
修
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
単
に
復
命

　
書
の
提
出
の
み
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、

　
職
員
間
で
の
情
報
の
共
有
化
を
図
り
、職

　
員
の
意
識
改
革・能
力
向
上
に
努
め
る
こ

　
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 研
修
報
告
の
義
務
付
け
と
研
修
内
容

　
　
の
共
有
化
シ
ス
テ
ム
の
構
築

（
５
）公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
に
つ

　
い
て

　
開
か
れ
た
行
政
運
営
を
図
る
た
め
、市
民

へ
の
積
極
的
な
情
報
公
開
は
勿
論
の
こ
と
、

広
く
市
民
の
意
見
も
取
り
入
れ
る
手
法
を

検
討
し
、市
民
と
一
体
と
な
っ
た
行
政
運
営

を
推
進
す
る
こ
と
。

朝来市行政改革の目指すべき方向について朝来市行政改革の目指すべき方向について

平成１８年２月号７



①
 平
成
　
年
度
以
降
の
各
種
委
員
会
、
審

１８

　
議
会
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、専
門
性
を

　
必
要
と
す
る
も
の
を
除
き
、原
則
と
し
て

　
公
募
制
を
導
入
す
る
こ
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 委
員
数
の
半
数
を
公
募
制
と
す
る
。　

　
　（
公
平
・
公
正
を
期
す
る
た
め
選
考
基

　
　
準
を
設
け
る
）

②
 行
政
か
ら
の
情
報
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、

　
市
民
が
分
か
り
や
す
い
資
料
と
す
る
こ

　
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 市
民
が
読
め
る
予
算
書
の
作
成

　
　
・ 事
業
毎
に
目
的
・
趣
旨
等
を
記
載

　
　
　
す
る
と
と
も
に
、単
年
度
の
事
業
予

　
　
　
算
で
は
全
体
の
事
業
内
容
が
分
か

　
　
　
り
に
く
い
た
め
、事
業
計
画
期
間
や

　
　
　
総
事
業
費
に
つ
い
て
も
記
載
し
、分

　
　
　
か
り
や
す
い
内
容
と
す
る
。

③
 地
域
密
着
型
の
行
政
を
目
指
し
、
懇
談

　
会
や
座
談
会
な
ど
を
積
極
的
に
行
う
な

　
ど
、行
政
と
市
民
が
一
体
と
な
っ
た
市
政

　
運
営
を
展
開
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討

　
す
る
こ
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 定
期
的
に
地
区
懇
談
会
を
開
催
す
る

　
　
な
 ど
、
市
民
と
行
政
が
情
報
の
共
有

　
　
を
図
れ
る
よ
う
な
方
策
を
積
極
的
に

　
　
行
う
こ
と
。

　
＊
 幹
部
職
員
だ
け
で
な
く
、
一
般
職
員

　
　
が
市
民
と
の
対
話
を
重
視
し
た
座
談

　
　
会
等
を
積
極
的
に
計
画
す
る
な
ど
、地

　
　
域
密
着
型
の
行
政
を
目
指
す
こ
と
。

（
６
）事
務
事
業
の
見
直
し
に
つ
い
て

　
効
率
的
な
行
財
政
運
営
を
行
う
た
め
に

も
事
務
事
業
の
見
直
し
は
早
急
に
行
う
べ

き
課
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、す
べ
て
の
事
務

事
業
の
見
直
し
を
行
う
た
め
の
具
体
的
な

検
討
を
行
う
と
と
も
に
、市
民
の
理
解
を
得

る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。

①
 事
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
事
務
事

　
業
の
整
理
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、全
て
の

　
事
務
事
業
を
見
直
す
市
民
参
加
の
組
織

　
設
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 行
政
の
責
務（
範
囲
）の
確
認

　
＊
 事
務
事
業
の
質（
サ
ー
ビ
ス
）の
向
　

　
　
上
に
向
け
た
方
策
の
確
認

　
＊
 入
札
制
度
を
見
直
す
な
ど
、
公
平・公

　
　
正
な
入
札
制
度
の
確
立
に
向
け
た
方

　
　
策
の
検
討
。

（
７
）指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
つ
い
て

　
指
定
管
理
者
制
度
の
平
成
　
年
度
導
入

１８

に
際
し
て
は
、
利
用
者
の
公
平・公
正
な
利

用
の
確
保
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
は
勿
論

の
こ
と
、経
費
の
縮
減
と
併
せ
公
の
施
設
の

設
置
目
的
を
最
大
限
に
発
揮
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。

２
 市
民
の
理
解
を
得
る
と
と
も
に
、

　
協
力
と
負
担
を
求
め
る
こ
と

（
１
）公
平・公
正
な
負
担
区
分
の
明
確
化
に

　
つ
い
て

　
受
益
者
負
担
の
原
則
に
基
づ
き
、
使
用

料・手
数
料・負
担
金
等
に
つ
い
て
事
業
の

公
共
性
の
程
度
や
政
策
的
観
点
を
考
慮
し

つ
つ
、受
益
の
程
度
と
費
用
負
担
の
バ
ラ
ン

ス
を
検
証
し
、受
益
者
負
担
の
適
正
化
を
図

る
こ
と
。

①
 合
併
時
に
未
調
整
な
使
用
料・手
数
料・

　
負
担
金
に
つ
い
て
早
急
な
見
直
し
を
行

　
い
、同
種
の
事
業
内
容
で
も
受
益
者
負
担

　
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
早

　
急
に
調
整
を
行
い
、負
担
の
適
正
化
、公

　
平
性
の
堅
持
を
図
る
こ
と
。

（
２
）補
助
金
等
の
整
理
合
理
化
に
つ
い
て

　
平
成
　
年
度
は
旧
町
毎
の
補
助
金
を
継

１７

続
支
出
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、朝
来
市

と
な
っ
た
今
、
公
平・公
正
か
つ
効
果
的
な

財
源
の
活
用
の
観
点
か
ら
も
ゼ
ロ
ベ
ー
ス

か
ら
の
検
証
な
ど
、早
急
に
見
直
し
を
行
う

べ
き
で
あ
る
。

①
 限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
か
つ
効
果
的
に

　
活
用
す
る
た
め
に
も
団
体
等
へ
の
補
助

　
金
は
、費
用
対
効
果
、各
種
団
体
の
自
主

　・自
立
の
観
点
か
ら
も
見
直
し
の
方
策
を

　
検
討
す
る
こ
と
。

　〈
 具
体
的
項
目
 〉

　
＊
 補
助
基
準
、補
助
率
、補
助
対
象
経
費

　
　
は
適
正
な
基
準
と
す
る
こ
と
。

　
＊
 市
民
が
参
画
し
た
第
三
者
機
関
を
設

　
　
置
し
、全
て
の
補
助
金
に
つ
い
て
、費

　
　
用
対
効
果
、有
益
性
等
の
検
証
を
行
う

　
　
こ
と
。

　
　
・ 旧
町
の
状
況
を
引
き
ず
る
の
で
は

　
　
　
な
く
、毎
年
度
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
か
ら
の

　
　
　
検
証

　
　
・ 使
途
の
確
認
と
明
確
化
（
事
業
内

　
　
　
容
の
検
証
と
チ
ェ
ッ
ク
機
能
の
確

　
　
　
立
）

　
＊
 団
体
等
へ
の
補
助
金
の
支
出
に
あ
　

　
　
た
っ
て
は
、
年
限
等
を
設
け
る
な
ど
、

　
　
自
立
を
促
す
措
置
も
講
じ
る
こ
と
。

　
　
・ 組
織
設
立
後
５
年
を
経
過
し
た
団

　
　
　
体
補
助
に
つ
い
て
、補
助
金
が
活
動

　
　
　
費
の
大
半
を
占
め
て
い
る
場
合
は

　
　
　
中
心
的
に
検
証
を
行
い
、見
直
し
を

　
　
　
行
う
こ
と
。

　
　・ 活
動
内
容
が
、
研
修
や
講
演
会
な
ど

　
　
　
年
１
、２
回
の
活
動
が
中
心
で
日
常

　
　
　
的
な
活
動
が
な
い
団
体
に
つ
い
て

　
　
　
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

３
 外
部
団
体
等
の
改
革
に
関
す
る
こ

　
と

（
１
）第
三
セ
ク
タ
ー
へ
の
公
的
関
与
に
つ

　
い
て

　
第
三
セ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
、事
業
内
容
、

経
営
状
況
、
公
的
支
援
等
に
つ
い
て
点
検
・

見
直
し
を
行
い
、市
民
に
情
報
を
公
開
す
る

こ
と
。

　
併
せ
て
、雇
用
機
会
の
確
保
、地
域
活
性

化
等
の
観
点
か
ら
地
域
経
済
へ
の
貢
献
度

も
勘
案
し
な
が
ら
５
年
毎
に
公
的
関
与
の

必
要
性
を
検
証
し
判
断
す
る
と
と
も
に
、代

表
者
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る

こ
と
。

平
成
　
年
　
月
　
日

１７

１２

２８

　
朝
来
市
行
財
政
改
革
推
進
委
員
会

朝来市行政改革の目指すべき方向について朝来市行政改革の目指すべき方向について

■
問
い
合
わ
せ

行
政
改
革
推
進
課

電
話
　
６
７
２‐６
１
１
２
（
直
通
）

広報 朝朝来来 ８



平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢勢調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告平成１７年国勢調査の結果報告
　平成１７年国勢調査は、平成１７年１０月１日現

在の状況を把握するため、９月末から１０月上旬

にかけ全国一斉に実施されました。

　平成１７年１２月１９日に、兵庫県から県内各市

町の人口・世帯数について速報値の公表があり

ました。（この数値については国・県による精査

により若干修正が加えられることもあります）

　朝来市の人口につきましては、３４,７８５人、平

成１２年国勢調査と比較して１,２８４人、率にして

３.６％の減少となりました。

　一方、世帯については、１１,７９８世帯、平成１２

年国勢調査と比較して１１３世帯、率にして１.０

パーセントの増加となっていす。

　新聞やテレビなどで報道されているとおり、この度の国勢調査では、初めて日本の人口が減少に転じました。全国

的な少子高齢化、また若者の都市部への流出による過疎化の進行など、内陸部、山間部の中小市町村の人口減少の傾

向が顕著にあらわれています。

　朝来市においても、但馬管内ではもっとも少ない減少率ではありましたが、この傾向は強く現れているといえます。

　ここで今回の速報値からみる人口減少の原因について分析しました。

　煙出生数より死亡数が上回ることによる人口減（自然減）

　　　人口が出生により増えることより、死亡により減ることの方が多い。

　煙転入者より転出者のほうが多かったことによる人口減（社会減）

　　　平成１２年１０月現在では、現在の朝来市の範囲で生活されていたが、その後職場の異動、進学、入院等により

　　　市外に生活拠点を移された人の数が多く、逆に市内に生活拠点を設けられた人の数が少なかった。

　今後、調査票の内容は集計され、随時公表されます。詳しくは兵庫県統計課のホームページ「兵庫データランド」

をご覧ください。（http://web.pref.hyogo.jp/toukei/）

　おわりに、市内を奔走いただいた２１８人の調査員の皆様、また調査にご協力いただいた全ての市民の皆様のおかげ

をもちまして調査を無事終了できましたことを、ここに厚くお礼申し上げます。

平成１７年国勢調査  朝来市の人口・世帯数

対平成１２年国政調査比
平成１２年

国勢調査結果

②

平成１７年

国勢調査速報値

①

区　分
増減率

 ①－②

 　②　
 ×１００

増減数

①－②

１.０%　　１１３世帯１１,６８５世帯１１,７９８世帯世帯数

－３.６%　　－１,２８４人  ３６,０６９人　３４,７８５人　人　口

－４.０%　　－７００人  １７,３４４人　１６,６４４人　男

－３.１%　　－５８４人  １８,７２５人　１８,１４１人　女

朝来市の人口・世帯数推移

平成１８年２月号９

■問い合わせ　企画政策課　℡６７２－６１１０

（Ｈ１２以前の数値は旧４町の合計）



広報 朝朝来来 １０

１　身体・知的・精神の三つの障害者福祉サービスを一元化

２　障害者がもっと「働ける社会」に

３　利用者本位のサービス体系に再編

４　支給決定の手続や基準の透明化、明確化

５　費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化

～平成１８年４月から障害保健福祉制度が段階的に変わります！～

　現在、「支援費制度」または「精神通院公費負担医療」をご利用されている方は、手続が必要です。

　（対象者の方には、既に通知をさせていただいております。）

  

  

  

　　　　　※手続をされない場合、引き続いてサービスを利用出来なくなったり、利用者負担額の減額措置を

　　　　　受けられなくなりますので、お早めに手続をお願いします。

・障害者の方が地域

　で暮らせる社会

・自立と共生の社会

　　　　　　　　　を実現

愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇

空
空
空
空
空

偶
偶
偶
偶
偶

　これまでの障害保健福祉サービスは、「障害の種類はなにか」「自宅か施設か」といった区分で分類されていました。

新しい制度では、これらの区分をとりはらい、機能や目的別にサービスの区分けをしています。

　地域生活の支援や就労の支援といった課題に対応するため、自立訓練や就労移行支援などの新しいサービスを取り

入れ、サービスの利用が「地域生活への移行」に効果的に結びつくように工夫されています。

●児童デイサービス

●短期入所

●療養介護［医療型］

　（生活維持・向上）

●生活介護［福祉型］

　（生活維持・向上）

●自立訓練［通過型］

　（機能訓練・生活訓練）

●就労移行支援［通過型］

●就労継続支援

　居　　宅　

●居宅介護　●重度訪問介護

●行動援護　

●重度障害者等包括支援

　グループホーム／ケアホーム　

●共同生活援助　●共同生活介護

　障害者支援施設　

　　　　●施設入所支援

※　施設サービスは、５年間の経過措置期間内に移行。

※　この他、地域生活支援事業として移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等のサービスができます。

窓　口期　　限対　象　者

 社会福祉課または各支所市民課 平成１８年２月２４日（金）まで
 ①支援費制度利用者

 ②精神通院公費負担医療利用者

障害者自立支援法
制度のポイント（これまでの制度の課題を解決）

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたなななななななななななななななななななな障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉ササササササササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビビビビビビビビビビススススススススススススススススススススのののののののののののののののののののの体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系新たな障害福祉サービスの体系

日中活動の場 住まいの場

閣閣
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平成１８年２月号１１

①　原則は１割負担ですが、どの方でも負担が増えすぎないよう、月額負担上限額を設定するとともに、所
得の低い方にはより低い上限を設定します。

○生活保護：生活保護受給世帯に属する方
○低所得１：世帯主及び世帯員のいずれも市民税（均等割）が非課税である世帯で、障害者
　　　　　　又は障害児の保護者の収入が８０万円（障害基礎年金２級相当額）以下の方　
○低所得２：世帯主及び世帯員のいずれも市民税（均等割）が非課税である世帯に属する方
　　　　　　で低所得１以外の方（３人世帯であれば、障害基礎年金１級を含めて概ね　
　　　　　　３００万円以下の年収の方）
○一　　般：市民税（均等割）の課税世帯に属する方

②　同じ世帯内で他に障害福祉サービスを利用している方がいる場合や、介護保険サービスを併せて利用し
　ている方の場合、その負担の合計額が、①の月額負担上限額を超えないように軽減します。申請により、　
　その超えた分を「高額障害福祉サービス費」として、償還払いにより後日、市から支給します。

③　利用者個人の資産が３５０万円以
　下の場合、収入の種類や額に応じ
　て月額負担上限額を減免します。

④　社会福祉法人が提供するサービスを受ける場合に、収入が
　少ない方のうち特に支援が必要な方を対象に、一つの事業者
　でかかる定率負担額が①の月額負担上限額の半額を超えた場
　合、超えた額を社会福祉法人が減免します。

⑤　さらに、利用者負担を行うことにより生活保護の対象となる場合、生活保護の対象とならないよう、　
　月額負担上限額や食費などの実費負担額をより低い額に減額します。

施設などを利用した場合、食費や光熱水費などについて、４月以降は実費負担となりますが、収入が少な
い方には、実費負担が少なくてすむように「特定障害者特別給付費」が支給されます（補足給付）。

⑥　収入が少ない場
合は・・・
　サービスの利用者負
担と食費等実費負担を
負担しても、少なくと
も、２.５万円が手元に残
るよう、上限額を設定
します。

※　通所サービスを
利用された場合は、
⑦の減額措置を適用
します。

⑦　世帯の所得が少
ない場合は・・・
　食費負担額を３分
の１程度に減額しま
す。（月22日利用の
場合5,100円程度の
負担）

⑧　保護者の方の収入に
応じて・・・
　地域で子どもを養育す
る世帯において通常かか
る負担となるよう、上限額
を設定します。

定率負担の月額負担上限額

　　 ０円生活保護

１５,０００円低所得１

２４,６００円低所得２

３７,２００円一　　般

ああああああああああああああああああああななななななななななななななななななななたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたのののののののののののののののののののの利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用負負負負負負負負負負負負負負負負負負負負担担担担担担担担担担担担担担担担担担担担ははははははははははははははははははははここここここここここここここここここここううううううううううううううううううううななななななななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりまままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすあなたの利用負担はこうなります（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉ササササササササササササササササササササーーーーーーーーーーーーーーーーーーーービビビビビビビビビビビビビビビビビビビビスススススススススススススススススススス））））））））））））））））））））（福祉サービス）

施設に入所してい
る場合（20歳以上）

グループホームを
利用している場合

通所サービスを使
う場合

ホームヘルプサー
ビスを使う場合

施設に入所してい
る場合（20歳未満）

　高額障害福祉サービス費
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

　個別減免措置
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇
空 偶

　生活保護移行防止のための軽減措置
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

　食費等実費負担にかかる軽減措置（特定障害者特別給付費）
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

■　利用者負担の仕組みが、これまでの所得のみに応じた応能負担から、利用するサービス量と所得に応じた
　定率負担（１割負担）に変わります。
■　施設などを利用した場合、食費、光熱水費などについても利用者の実費負担となります。

 改革の内容
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞

遇遇遇遇
空 偶

革

革

革

革葛 葛 葛
葛

葛

◆世帯の考え方
原則、住民基本台帳上の世帯で判断します。

ただし、あなたが税制と医療保険で他の世帯員の
「被扶養者」でなければ、あなたと配偶者のみの世

帯として、所得の算定を行います。

　社会福祉法人減免
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞虞虞虞虞

遇遇遇遇遇遇遇遇
空 偶

１２ページへつづく
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葛

　これまでの精神障害者対象の「精神通院公費負担医療」、身体障害者対象の「更生医療」、障害児対象の「育成医療」

は、手続や利用者負担の仕組みがばらばらの制度でしたが、「自立支援医療」として統一された仕組みになります。給

付の対象者についてはこれまでの制度と同じです。

≪平成18年４月以降≫

○共通の仕組み

　・支給認定の手続

　・原則一割負担の利用者負担

　・指定医療機関制度

■　医療費のみに着目した負担（精神通院医療）と、所得のみに着目した負担（更生医療・育成医療）から、

　「医療費と所得の双方に着目した負担」に変わります。・・・定率負担（一割負担）

■　入院時の食費（標準負担額相当）は原則自己負担となります。

☆原則は、医療保険の負担上限額まで一割負担になりますが、所得の低い方にはより低い月額上限額が決め

られます。

さらに、

　所得の低い方以外についても、「重度の障害者でかつ継続的

　に相当額の医療費負担が発生する方」には、左記の月額負担

　上限額にさらに上限額を設け、負担を軽減します。

○生活保護　　：生活保護受給世帯に属する方

○低所得１　　：市民税（均等割）非課税の世帯で、障害者の収入が年収８０万円（障害基礎年金２級相当額）以下の方

○低所得２　　：市民税（均等割）が非課税である世帯に属する方（低所得１以外の方）

○中間所得層１：市民税（所得割）額が合計２万円未満の世帯に属する方

○中間所得層２：市民税（所得割）額が合計２万円以上２０万円未満の世帯に属する方

また、

☆育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、激変緩和の経過措置として、市民税課税世帯で

　あっても月額負担上限額が設けられます。

☆生活保護への移行防止･･･本来適用されるべき上限額を負担すると生活保護の対象となる場合には、生活保護の対

　象とならないよう、月額負担上限額をより低い額に減額します。

定率負担の月額負担上限額

　  ０円生　活　保　護

２,５００円低　所　得　１

５,０００円低　所　得　２

一割負担市民税（所得割）２０万円未満

対象外市民税（所得割）２０万円以上

 ５,０００円中 間 所 得 層 １

１０,０００円中 間 所 得 層 ２

２０,０００円市民税（所得割）２０万円以上

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援援援援援援援援援医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療自立支援医療　～「精神通院公費負担医療（第32条）」「更生医療」「育成医療」が変わります～

≪平成18年3月まで≫

 精神通院医療（精神保健福祉法第32条）

 更 生 医 療（身体障害者福祉法）　  　

 育 成 医 療（児童福祉法）                 

閣閣

平成18年

4月開始

自
立
支
援
医
療
制
度

愚

寓

喰

隅

虞

遇

空
空
空
空
空
空

偶
偶
偶
偶
偶
偶

■自立支援医療費の利用者負担額

 改正の内容
愚

寓

喰

隅

虞虞虞虞

遇遇遇遇
空 偶

自立支援医療で言う「世帯」とは、医療保険単位
（異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」）

利用者負担額の軽減措置

広報 朝朝来来 1２

　　　■問い合わせ　社会福祉課（朝来市福祉事務所内）

　　　　　　　　　　℡６７２－６１２３（直通）
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平成１８年２月号1３

◆制度のあらまし

　　浄化槽の維持管理に要する費用の個人負担を軽減

　するため、浄化槽の設置者に対して補助金を交付し

　ます。

◆対象となる浄化槽

　　現在、朝来市に住民票を有し、定住している方が

　設置した浄化槽（一般住居に設置されているものに

　限ります。）で、下記の条件をいずれも充たしている

　ことが必要です。

　１. 浄化槽設置補助金を受けた浄化槽であること

　　※合併浄化槽（し尿と生活排水を併せて処理する

　　浄化槽）が対象となります。

　２. 設置して１年以上経過している浄化槽（設置した

　　年度は対象外）

　３. 現に使用し、維持管理費用を個人が負担している

　　浄化槽であること。

　４. 適正に維持管理できている浄化槽であること。

　※合併前の生野町において生野町合併処理浄化槽設

　置者補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた

　浄化槽は除きます。

◆補助金の額　浄化槽１基につき　１年度　１０,０００円

◆補助金の受付期間　平成１８年２月末までに申請してください。

◆申請の方法

　　補助金の交付を受けるためにはその都度（毎年度）

　申請等の手続きが必要です。

　　申請書は　朝来市役所下水道課（℡６７６-２０８１）へ

　請求ください。

◆申請窓口・問い合わせ

　　下水道課（℡６７６-２０８１）又は本庁、支所の窓口に

　提出ください。また、郵送でも受付を行なっていま

　すので下記まで送付ください。

　●送付先・問い合わせ

　〒６６９-５１９２　朝来市山東町楽音寺９５

　朝来市役所上下水道部下水道課（℡６７６-２０８１）

浄化槽をお持ちの皆様［浄化槽管理者］へ…浄化槽法の一部が改正されました

～法定検査を受検しましょう！～

　浄化槽法の一部を改正する法律が、平成１８年２月１日から施行されます。

　この度の改正は、公共水域の水質の保全を図るため、これまで以上に、浄化槽［単独処理浄化槽を含みます。以下同

じ。］の維持管理の適正化を図ろうとするものです（下の図を参照願います）。

　具体的には、浄化槽をお持ちの皆様（浄化槽管理者の皆様）が法律上、受検しなければならない法定検査［浄化槽設

置後の検査（７条検査）と年１回の定期検査（１１条検査）を指します。検査は、兵庫県知事が指定した検査機関＝（社）兵

庫県水質保全センターが行います。］の受検を確保するため、検査を受検しない方に対して県等が指導や勧告命令を

行えるようになりました。

　検査受検の命令に従わない場合などは、罰則（３０万円以下の過料）が適用されることもあります。

　また、下水道への接続や転居などに伴い浄化槽の使用を廃止する場合は、使用廃止届出を県民局へ提出することと

されました。

　浄化槽をお持ちの皆様は、（社）兵庫県水質保全センターから検査案内がありましたら、その内容に従い法定検査を

受検するようお願いします。

問い合わせ　　朝来市上下水道部下水道課　　℡０７９－６７６－２０８１
　　　　　　　兵庫県但馬県民局環境課　　　℡０７９６－２６－３６５１
　　　　　　　（社）兵庫県水質保全センター　℡０７８－３０６－６０２０

 浄化槽維持管理補助金の交付について



広報 朝朝来来 １４

朝
来
市
成
人
式

　
１
月
８
日（
日
）、
和
田
山
ジ
ュ
ピ
タ
ー
ホ
ー

ル
で
、
朝
来
市
と
し
て
初
め
て
と
な
る
成
人
式

が
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
年
の
朝
来
市
の
新
成
人
は
　
人
。
式
に
は

５１７

　
人
が
出
席
し
、
会
場
で
は
久
し
ぶ
り
の
友
人

366
と
の
再
会
を
喜
び
、
互
い
の
近
況
を
話
し
合
う

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

　
わ
だ
や
ま
少
年
少
女
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏

で
幕
を
開
け
た
式
典
で
は
、井
上
市
長
が「
朝
来

市
が
新
成
人
の
創
意
と
工
夫
で
さ
ら
に
住
み
や

す
い
ま
ち
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
」と

式
辞
を
述
べ
、
新
成
人
を
代
表
し
て
清
水
佳
奈

さ
ん（
生
野
町
口
銀
谷
）、西
山
未
来
人
さ
ん（
和

田
山
町
林
垣
）、
馬
袋
紗
矢
香
さ
ん（
山
東
町
与

布
土
）、
中
本
勝
太
さ
ん（
立
野
）の
4人
が
「
多

く
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝

し
、
大
人
と
し
て
の
自
覚
を
持
て
る
よ
う
に
努

力
を
重
ね
ま
す
」
と
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
式
の
後
行
わ
れ
た
成
人
の
つ
ど
い
で
は
、
谷

口
春
樹
さ
ん（
和
田
山
町
土
田
）が
報
徳
学
園
高

校
で
の
思
い
出
、今
後
の
抱
負
を
述
べ
、会
場
か

ら
か
ら
大
き
な
拍
手
を
浴
び
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
お
笑
い
ス
テ
ー
ジ
な
ど
で
楽
し
い

時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。　
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口
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樹
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ん
（
和
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山
町
土
田
）
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新
春
マ
ラ
ソ
ン

　
元
日
の
朝
、
和
田
山
、
山
東
、
朝
来
の
各
地
域
で
マ
ラ
ソ
ン
大

会
が
行
わ
れ
、
多
く
の
ラ
ン
ナ
ー
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
和
田
山
で
は
　
人
が
　
㎞
、
２
㎞
、
４
㎞
の
各
種
目
に
別
れ
、

２００

１.４

市
役
所
前
を
ス
タ
ー
ト
。　
月
の
大
雪
で
コ
ー
ス
沿
い
に
は
た
く

１２

さ
ん
の
雪
が
残
る
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
中
で
し
た
が
、
参
加
し
た

選
手
は
、
颯
爽
と
新
春
の
市
街
地
を
駆
け
抜
け
ま
し
た
。

　
山
東
で
は
　
人
が
参
加
。
公
民
館
前
を
ス
タ
ー
ト
し
、
柿
坪
を

１７５

折
り
返
す
健
康
の
道
の
３
㎞
の
コ
ー
ス
を
思
い
思
い
の
ペ
ー
ス
で

走
り
、
気
持
ち
の
よ
い
汗
を
流
し
ま
し
た
。

　
朝
来
で
は
　
人
が
参
加
し
、
朝
来
庁
舎
前
を
ス
タ
ー
ト
、
ゴ
ー

７４

ル
と
す
る
３
㎞
の
コ
ー
ス
に
挑
戦
。
気
持
ち
の
よ
い
新
春
の
日
ざ

し
の
中
を
駆
け
抜
け
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
年
は
戌
年
と
あ
っ
て

愛
犬
を
連
れ
て
参
加
す
る
ラ
ン

ナ
ー
の
姿
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

消
防
本
部
訓
練
始
め

　
１
月
６
日（
金
）、朝
来
市
消
防
本
部
で
訓
練
始

め
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
初
めに
通
常
点
検
が
行
わ
れ
た
後
、市
民
参
加

の
救
急
訓
練
が
行
わ
れ
、国
体
推
進
委
員
と
あ
さ

ごふれ
あい
プール「
くじら
」の監
視
員
が
参
加
。

プールのロッカ
ール
ームで倒
れた
人の自
動
体

外
式
除
細
動
器（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）に
よ
る
救
命
処
置
や

心
肺
蘇
生
法（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
）の訓
練
を
行いました
。

　
ま
た
、隊
員
に
よ
る
救
助
訓
練
で
は
地
震
で
建

物
内
に
取
り
残
さ
れ
た
人
を
救
出
す
る
屋
内
進

入
救
出
、高
所
救
出
、張
り
込
み
救
出
の
訓
練
が

行
わ
れ
、機
敏
な
動
作
で
要
救
助
者
役
の
隊
員
を

救
出
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
一
斉
放
水
訓
練
で
訓
練
始
め
を
締
め

く
く
り
ま
し
た
。

スポーツ大会の結果
第１回朝来市ハンドボール大会[１２月１８日（日）]
　優　勝　㈱和田山精機　　準優勝　朝来市教職員連合　　３位　鍋倉金属工業㈱

第２２回年忘れマラソン大会[１２月２５日（日）]
　　中学生男子　　細見駿介（丹波市）　　３０歳代男子　山本和正（新温泉町）　　 ６０歳代男子　　東藤一郎（夢前町）
　　高校生男子　　三宅宏（山東町金浦）　  ４０歳代男子　福井正人（三田市）　　　中学生女子　　中島佑美（和田山町立ノ原）
　　２９歳以下男子　森下誠也（養父市）　　５０歳代男子　黒田光康（宍粟市）　　　４０歳以上女子　古島奈央子（豊岡市）

第３４回和田山新春マラソン大会[１月１日（日）]
　　中学生男子　　岸本祐介（養父市）　　　中学生女子　　朝熊祐美（養父市）　　　　　小学生女子　　桐村真友奈（和田山町玉置）
　　１０歳代男子　　夜久幸希（夜久野町）　　 ３０歳未満女子　赤井実可子（和田山町柳原）　   ３０歳以上女子　小島政代（和田山町法道寺）
　　２０歳代男子　　岡村大樹（養父市）　　　３０歳代男子　　田中充（和田山町弥生が丘）  　　　小学生男子　　田中佑弥（埼玉県）
　　３０歳以上男子　森本美美（豊岡市）　　　４０歳代男子　　林研志（姫路市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０歳以上男子　小山敏彦（和田山町秋葉台）

朝来元旦マラソン大会[１月１日（日）]

　優　勝　一般の部　北垣省吾（羽渕）　　中高生の部　門田悠治（物部）　　小学生の部　平野大地（新井）

４
㎞
優
勝

２
㎞
優
勝

　
㎞
優
勝
１.４

優
　
勝

朝来朝来 山東山東

和田山和田山



広報 朝朝来来 １６

大阪・神戸・京都への出張やお買い物にとっても便利

ＪＲ播但線・山陰線を利用しましょう。

　 日帰り「パーク＆レールきっぷ」発売中！　日帰り「パーク＆レールきっぷ」発売中！　
～駐車場料金と往復特急列車自由席がセットでおトク！～

●通常価格※よりおトクです！※通常価格＝往復ＪＲ料金＋駐車料金（３００円）

●往復特急利用で車内での時間をゆったり過ごせます！

●お車出庫時に駐車料金を支払う手間がありません！

●グループでのご利用でさらにおトクになります！

■ご利用料金（おとな設定のみ）
同乗者用（4人以上）3人2人1人区　間

６,６００円１９,８００円１４,７００円７,８００円和田山掛大阪・新大阪

６,０００円１８,０００円１３,０００円７,２００円和田山掛神戸・三ノ宮

５,６００円１６,８００円１２,２００円６,５００円和田山掛京都

●問い合わせ　和田山駅 ℡６７２－３１４０

有効期間　ご購入日の当日限り有効

　　　　　（駐車場含）

※３人を超えるお客様は１人につき同乗者用価格で
　ご利用いただけます。
※ご利用料金は人数分の大阪駅・新大阪駅・京都駅・
　神戸駅・三ノ宮駅までの往復（自由席）特急利用
　＋駐車場利用（乗用車１台分）の合計です。

■利用方法

お帰りの際
は、そのま
まご出庫く
ださい。

葛ＪＲ利用で
ゆったり快適

ＪＲの窓口でお渡し
する駐車証明書にお
名前、車のナンバー
等、必要事項を記載
して頂き、「パーク＆
レールきっぷ」をお
求めください。

葛
駐車場で車
の駐車番号
ご確認くだ
さい。（１～
１４）

葛

ＪＲが指定
するパーク
＆レール専
用駐車場に
車を入れま
す。

和
田
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ

　
　
　
時
計
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
寄
贈

　
　
月
　
日（
月
）、
和
田
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ（
森
田

12

２６

幸
紀
会
長
、　
人
）か
ら
結
成
　
周
年
の
記
念
と
し
て
朝

５２

４０

来
市
に
時
計
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
寄
贈
さ
れ
、
市
役
所
前

の
中
央
駐
車
場
横
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
時
計
は
ソ
ー
ラ
ー
電
波
時
計
で
、
太
陽
光
で
発

電
し
て
稼
動
し
、
日
本
標
準
時
電
波
を
受
信
し
て
正
確

に
時
を
刻
む
た
め
、
時
刻
合
わ
せ
な
ど
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
の
必
要
が
な
い
も
の
で
、

文
字
盤
の
下
に
は
旧
和
田

山
町
の
町
花
の
桜
と
朝
来

市
の
市
章
が
入
れ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
和
田
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
に
は
朝
来
市
か
ら
感

謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

解

廻

塊

快

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊

壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊

水
田
宏
氏
に
総
務
大
臣
感
謝
状

　
元
朝
来
町
選
挙
管

理
委
員
会
委
員
長
の

水
田
宏
さ
ん（
羽
渕
）

に
、総
務
大
臣
感
謝
状

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

　
水
田
さ
ん
は
、昭
和

　
年
１
月
に
朝
来
町

５４

明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会
委
員
に
就
任
、昭
和
　
年
１
月
６１

か
ら
は
朝
来
町
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
と
し
て
、選
挙
の

管
理
執
行
及
び
明
る
い
選
挙
の
推
進
に
ご
尽
力
さ
れ
、平

成
８
年
６
月
か
ら
は
委
員
長
と
し
て
も
ご
活
躍
い
た
だ

き
ま
し
た
。

解

廻

塊

快

回回回回回回回回回回回回回回回回回回

回回回回回回回回回回回回回回回回回回

壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊

壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊
壊

１１月１日（火）　　市連合区長会　役員会

　　　　　　　　　分権型社会システム検討懇話会

１１月７日（月）　　生野町区長会

１１月１１日（金）　　第３６回兵庫県連合自治会大会（三木市）

１１月１５日（火）　　山東町区長会公共施設視察研修（豊

　　　　　　　　　岡市）

　　　　　　　　　市連合区長会（１６１地区）懇親会

１１月２２日（火）　　市連合区長会　正副会長会

１１月２５日（金）　　朝来区長会

１１月２６日（土）　　山東町区長会　役員会

１１月２７日（日）　　和田山町区長会視察研修（福井県鯖

　　～２８日（月）　  江市）

１１月２９日（火）　　山東町区長会

１２月２日（金）　　分権型社会システム検討懇話会

１２月６日（火）　　生野町区長会

１２月９日（金）　　和田山町区長会　正副会長会

　　　　　　　　　朝来区長会

１２月１７日（土）　　和田山町区長会　全体会

このほかにも区長会役員や区長として各種の会議や行事に参加
いただいております。

～区長会の主な活動報告～
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但
馬
地
区
予
選
銅
賞
入
賞
作
品

　
　「
幸
せ
と
は
」

　
　
　
　
　
　
　
生
野
中
学
校
二
年
　
笹
野
穂
子

　
あ
る
日
、ふ
と
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え
る
と
、

ア
フ
リ
カ
の
奥
地
に
あ
る
、学
校
の
な
い
村
を
訪
ね
る

番
組
を
放
送
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
、あ
ま
り
深
い
考

え
も
な
く
、
そ
の
番
組
に
見
入
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
そ
の
村
に
は
、本
当
に
学
校
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

け
れ
ど
、住
ん
で
い
る
人
達
の
人
数
は
多
く
、一
言
で

い
う
と
見
る
か
ら
に
貧
し
い
村
、と
い
う
感
じ
で
し
た
。

大
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、子
供
た
ち
は
私
達
よ
り
大
き

い
子
も
い
た
し
、小
さ
い
子
、小
学
生
ぐ
ら
い
の
子
も

朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
づ
め
で
し
た
。
一
家
の
み
ん
な

が
、働
き
づ
め
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、食
べ
て
い

く
だ
け
に
も
満
た
な
い
お
金
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

　
も
ち
ろ
ん
、そ
の
村
に
は
、テ
レ
ビ
や
電
気
が
あ
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
が
暮
れ
た
ら
眠
る
と
い
う
の
が

当
た
り
前
の
生
活
で
し
た
。
ま
る
で
、昔
の
日
本
の
人

達
を
見
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　
そ
ん
な
環
境
で
暮
ら
し
て
い
る
せ
い
か
、病
気
で
死

ん
で
し
ま
う
子
や
、栄
養
不
足
で
死
ん
で
し
ま
う
子
も

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
働
き
す
ぎ
て
、過
労
で
倒
れ
て

し
ま
う
人
も
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
様
子
を
見
て
、同
じ

世
界
に
住
ん
で
い
て
も
、全
然
違
う
環
境
な
ん
だ
と
驚

か
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
、私
が
最
も
驚
い
た
の
は
、み

ん
な
が
笑
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
満
足
に
食

べ
ら
れ
な
い
、
勉
強
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
環
境
の
中
で

も
、
笑
っ
て
過
ご
し
て
い
る
。

　
私
は
、
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。「
何
で
、
こ
ん
な
ふ

う
に
笑
っ
て
過
ご
せ
る
ん
だ
ろ
う
。
怖
く
な
い
ん
だ

ろ
う
か
。
い
つ
死
ぬ
か
も
わ
か
ら
な
い
の
に
。」と
。　

　
し
か
し
、そ
の
村
の
人
は
、こ
ん
な
事
を
言
い
ま
し

た
。「
で
は
、
君
達
は
、
ど
ん
な
時
に
笑
う
ん
だ
い
？

楽
し
い
時
が
あ
っ
た
り
そ
ん
な
時
に
笑
う
ん
じ
ゃ
な

い
か
い
？
僕
達
も
毎
日
が
楽
し
い
か
ら
笑
っ
て
過
ご

し
て
い
る
ん
だ
よ
。」　

　
そ
の
言
葉
に
私
は
納
得
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
ぜ
楽
し
い
ん
だ
ろ
う
。
毎
日
働
き
づ
め
で
大
変
な

の
に
。
も
し
私
が
、こ
の
村
に
住
め
ば
、三
日
間
も
住

め
な
い
だ
ろ
う
と
。
そ
の
疑
問
に
答
え
る
か
の
よ
う

に
そ
の
村
の
人
は
、こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　「
た
し
か
に
、
こ
の
村
は
死
ん
で
い
く
人
や
病
気
で

倒
れ
る
人
も
少
な
く
は
な
い
よ
。
で
も
、だ
か
ら
こ
そ
、

み
ん
な
で
、協
力
し
て
楽
し
い
事
を
見
つ
け
、そ
れ
を

み
ん
な
で
楽
し
む
ん
だ
。
み
ん
な
で
。
み
ん
な
と
楽

し
む
と
笑
っ
て
ら
れ
る
ん
だ
よ
。」

　
た
し
か
に
、そ
の
村
に
は
、色
々
な
行
事
が
あ
り
ま

し
た
。
自
分
達
の
娘
や
息
子
が
結
婚
し
た
り
、子
供
が

生
ま
れ
た
り
す
る
と
、日
本
よ
り
盛
大
に
お
祝
い
を
し

ま
す
。
子
供
が
増
え
る
と
さ
ら
に
人
口
が
増
え
る
の

で
、も
っ
と
生
活
が
苦
し
く
な
る
は
ず
な
の
に
、み
ん

な
笑
顔
で
、そ
の
赤
ち
ゃ
ん
を
見
て
い
る
の
で
す
。
そ

ん
な
姿
を
見
て
い
る
と
、こ
の
村
の
人
達
の
優
し
い
心

に
感
動
し
て
し
ま
い
、な
ん
だ
か
涙
が
出
て
き
ま
し
た
。

み
ん
な
で
楽
し
む
。
そ
れ
が
、こ
の
村
で
は
当
た
り
前

の
事
な
の
で
す
。
私
達
が
住
ん
で
い
る
日
本
は
、と
っ

て
も
平
和
で
す
。
こ
の
村
と
違
っ
て
、
学
校
も
あ
り
、

テ
レ
ビ
も
あ
り
、電
気
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
村
よ
り
は

る
か
に
色
々
な
物
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、一
つ
こ
の
村

に
負
け
て
い
る
物
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、み
ん
な
で

協
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
ぶ
ん
、こ
の
村
の
人

達
は
私
達
よ
り
も
、数
倍
、数
千
倍
も
幸
せ
を
感
じ
て

い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。　
も
う
、
あ
と
か
ら
あ
と
か

ら
涙
が
出
て
き
て
と
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
ん
な

一
人
一
人
が
、自
分
を
信
じ
、み
ん
な
を
信
じ
、み
ん

な
で
協
力
し
、そ
し
て
明
日
を
迎
え
る
の
だ
と
教
え
ら

れ
た
か
ら
で
す
。　

　
自
分
を
取
り
ま
く
環
境
が
悪
く
て
も
、い
つ
死
ぬ
か

わ
か
ら
な
い
日
々
を
送
っ
て
い
て
も
、今
を
信
じ
今
を

楽
し
み
、
今
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
。

私
は
、そ
れ
を
み
ん
な
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、み
ん
な
で
こ
の
日
本
の
意
識
を
変

え
て
も
っ
と
も
っ
と
、い
い
国
に
し
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

　
何
気
な
く
見
た
番
組
か
ら
、大
切
な
の
は
一
人
一
人

が
、努
力
す
る
こ
と
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
一

人
一
人
と
い
う
言
葉
は
私
の
大
好
き
な
言
葉
で
す
。

一
人
じ
ゃ
な
く
、一
人
一
人
つ
ま
り
、み
ん
な
と
い
う

こ
と
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
人
で
は
達
成
で

き
な
い
事
も
み
ん
な
で
や
れ
ば
達
成
で
き
る
。
そ
ん

な
風
に
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
大
切
な
こ
と
、今
回

学
ん
だ
こ
と
を
私
は
絶
対
に
忘
れ
ま
せ
ん
。
き
っ
と

一
生
残
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
世
の
中
は
、す
べ
て
が
平
和
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
こ
そ
、そ
ん
な
思
い
を
み
ん
な
に
も
知
っ
て
欲

し
い
で
す
。
そ
し
て
、た
っ
た
一
つ
の
事
を
幸
せ
に
感

じ
る
、そ
ん
な
ス
テ
キ
な
人
に
私
も
な
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

中学生人権作文特集③
　人権推進共同参画課だより（９）

「いのち」輝くまちに



　　交通事故でケガをして病院にいきました。治療費

　　を支払うとき、病院から、国民健康保険(国保)の

保険者証は使えないといわれました。交通事故の届出

は国保にも必要なのですか。

　　必要です。

　　交通事故や傷害事件など第３者から傷害を受けた

場合の治療費は原則として加害者が全額負担すべきも

のです。

　しかし、届出をすれば、保険証を使って治療費を支払

うことができます。国保が負担した分は、国保があな

たにかわって加害者に請求し、加害者に支払ってもら

います。

　届出には、｢第３者行為による傷病届｣や交通事故証

明書など数枚の書類が必要です。印かんを持参のうえ、

市役所または、各支所市民課へお越しください。

　国保へ届出をする前に示談をすると、その示談が優

先して、国保から加害者に医療費の請求ができなくな

る場合があります。治療が長期化する場合も考慮して

示談は慎重に行ってください。もし、交通事故にあっ

てお医者さんにかかる場合は、まず、｢示談の前に警察

と国保に届出をする｣と覚えておきましょう。

■問い合わせ　市民課　℡６７２－６１２０

　●●● 国 保 一 問 一 答 ●●●　

問

答

　 国民年金保険料を一括して前払い（前納）国民年金保険料を一括して前払い（前納）
　　　　　　　　　　　すると割引があります!!すると割引があります!!

　国民年金保険料の納め方には、毎月納めていく他に、１年分や６ヶ月分を一括して前払いで納める方法

（前納）もあります。その場合、毎月納めるよりも割引があります。

　前納には、現金で納める方法と、金融機関の口座から自動引落しする口座振替で納める方法があります。

現金で納めるよりも口座振替で納める方が、割引額が多くなります。

　このお得な制度を利用しませんか。

※平成１８年度の割引額については、まだ確定していませんので、参考に平成１７年度の割引額を下記に記載します。

　　　１年分で比較すると（平成１７年度）

　　　　現金で毎月納めると　　　　１６２,９６０円（月額１３,５８０円×１２ヶ月）

　　　　現金で前納すると　　　　　１６０,０７０円（２,８９０円割引でお得）
若錫錫錫錫錫錫錫

　　　　口座振替で前納すると　　　１５９,５４０円（３,４２０円割引でもっとお得）
若錫錫錫錫錫錫錫

　　　６ヶ月分で比較すると（平成１７年度）

　　　　現金で毎月納めると　　　　  ８１,４８０円（月額１３,５８０円×６ヶ月）

　　　　現金で前納すると　　　　　  ８０,８２０円（６６０円割引でお得）
若錫錫錫錫錫錫

　　　　口座振替で前納すると　　　  ８０,５５０円（９３０円割引でもっとお得）
若錫錫錫錫錫錫

※口座振替での１年分および６ヶ月分（４月分～９月分）の前納は、平成１８年３月中に社会保険事務所での事前登

録が必要ですので、お早めにお申し込みください。

　お申し込みの手続きは、社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関でできますが、社会保険事務所での登録

が間に合わない場合がありますので、社会保険事務所へご確認いただきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　■問い合わせ　　豊岡社会保険事務所　℡０７９６－２２－３１９６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市民課　　　　　　　℡６７２－６１２０
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～ETC障害者割引をご利用の皆さまへ３つのお願い～

①窓口でお書きになった新規・変更・更新の申込書を送られます

　と、概ね２週間後に「登録結果のご案内」が郵送されてきます。
煮 紗錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　★「登録結果のご案内」が届くまでは、ETC走行せず、料金所 

　　の係員に手帳を示してください。

　★万一、「登録結果のご案内」が届かない場合は、ETC走行さ

　　れる前に必ず下記お問合せ先に連絡してください。

②ETCカード番号、車載器管理番号、車両番号などの登録情報

　が変わった場合は｢変更手続｣を、割引有効期限が来た場合は

　｢更新手続｣（有効期限の2ヶ月前から手続していただけます）
煮 紗錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
　を朝来市社会福祉課、及び各支所市民課で必ず行ってください。

　★手続をしていただかないと割引になりません。また、カー

　　ドを紛失され再発行された場合、通常カード番号が変わり

　　ますので手続を行ってください。

③・ETCが整備されていない料金所の利用

　・ETC車載器の故障　　　　　　　　　　　　　　　

　・ETCレーンのバーが開かない

　　などの理由で、係員にETCカードを渡されるときは、必ず
煮 紗錫

　手帳もお見せください。
煮 紗錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

　★車載器からETCカードを抜いて清算される場合は、いかな

　　る場合でも手帳を示していただかないと割引が適用されま

　　せん。

問い合わせ
西日本高速道路株式会社
関西支社料金企画チーム
℡０６－６３４４－８８８８

手続窓口
社会福祉課　℡６７２－６１２３
※各支所市民課でも手続きしてい
ただけます。

ご存知ですか？ケアマネージャー

　介護保険が始まり５年が経過して、介護保険自体は

大分周知されてきていると思います。しかし、介護保

険のサービスの選び方や、手続きのことなど、よくわ

からないことも多いものです。介護保険サービスを利

用される方には「ケアマネージャー（介護支援専門員）」

の役割について説明させていただいていますが、その

役割がよく分からないと話される方も多いようです。

そこで今回は、相談業務を行うケアマネージャーの役

割についてご紹介します。

１．介護保険を利用される方の生活内容をお伺いしな

　がら、介護の困りごとについて、どんなふうに困っ

　ておられるのか等の相談をお受けします。

２．本人のお体の状態やご家庭の生活リズムに合った

　各種サービスの利用内容の相談に応じます。

３．介護計画（サービスの利用計画書）を作成し、サー

　ビスを提供している事業者（ヘルパー、デイサービス、

　ショートステイ等）と連絡調整を行います。

４．１ヶ月のサービス利用にかかる費用の目安をお知ら

　せします。

５．介護保険やサービス利用に関する苦情もお聞きし

　ます。

　以上がケアマネージャーの主な役割です。

どの事業所を選ぶかは本人の自由で、利用料は無料で

す。「どの事業所を選んだらいいのか分からない」「ケ

アマネージャーを依頼せずに、家族で介護計画を作成

したい」「ケアマネージャーの役割について詳しく説明

を聞きたい」等のご相談がありましたら、各在宅介護支

援センターまで、お気軽にご連絡ください。

★問い合わせ　　　　高年福祉課　℡６７２－６１２４
　　朝来市在宅介護支援センター　℡６７２－４００４
　　（和田山在宅介護支援センター）
　　生野在宅介護支援センター　　℡６７９－４８９０
　　山東在宅介護支援センター　　℡６７６－３４１１
　　朝来在宅介護支援センター　　℡６７７－１９０１
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在宅介護支援センターの

軍人恩給の受給資格を調査します

○対　象　旧軍人（本人死亡の場合はその妻）　

　　　　　で軍人恩給の未請求者

　　　　　（公務員退職等の年金受給者を除く）

○申し込み　履歴申立書に、住所・氏名・軍歴などを

　　　　　記入し終戦当時の本籍地のある都道

　　　　　府県援護担当課に提出してください。

○用　紙　履歴申立書の用紙は、市役所各支所

　　　　　市民課又は社会福祉課にあります。

○問い合わせ　兵庫県援護室恩給係

　　　　　℡078-341-7711　内線2997・2999

○恩給の種類　普通恩給 ⇒ 実在３年以上で加算年

　　　　　　　　　　　を含めた在職１２年以上

　　　　　一時恩給 ⇒ 実在が引き続き３年以上

　　　　　一 時 金 ⇒ 実在３年以上

　　　　　（一時恩給・一時金は支給１回限り）

煙煙恩給欠格者、引揚者の皆様へ煙煙
　独立行政法人平和祈念事業特別基金では、次の

方 に々内閣総理大臣名の書状等を贈呈しています。

○旧軍人等で恩給等を受けていない恩給欠格者

　の方（該当する者の遺族の方を含む）

○終戦に伴い本邦以外の地域から引き揚げてこ

　られた方

○請求書類は、市役所各支所市民課又は社会福

　祉課にあります。

○資格要件などのお問い合わせは、独立行政法

　人平和祈念事業特別基金まで

　　℡ ０１２０－２３４－９３３

　　ホームページ　http://www.heiwa.go.jp

平成１８年２月号１９
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平成１８年度検診の申し込みについて

　平成１８年度の検診の申し込みを受付します。検診を

希望される方は、各戸に配布しております申込み用紙に

記入して返送してください。

　記入の際には、検診の案内、記入の際の注意事項をよ

く読んでご記入ください。

＜対象者＞

　平成１８年３月３１日現在で満３０歳以上の方及び２０～２９

　歳の女性

　（梁瀬病院の検診については、満４０歳以上の方）

＜提出方法＞

　①氏名を記載している方について、申込み書に記入し

　　てください。

　②添付の返信用封筒に入れ、お近くの郵便ポストに投

　　函してください。

＜締め切り＞　　平成１８年２月２０日（月）必着

＜問い合わせ＞　健康課　℡６７２－５２６９

平成１７年度人間ドック検診の助成金申請について

　朝来市の実施する基本健診・各種がん検診は１１月で終了しましたが、受診されましたか。朝来市では、検診の受診

機会を提供し健康管理に役立てていただくため、公立和田山病院等の豊岡病院組合立の病院と公立神崎総合病院の人

間ドックを受診される方に、検診料金の一部を補助しています。

　受診助成を希望される方は下記により、各自で受診日時を予約していただき、朝来市健康課か各支所市民課に助成

金の申請をしてください。

  １．申請における注意事項　

　（１） 各自でご希望の医療機関に連絡し、受診日を決めてください。

　（２） 朝来市の助成制度と他の制度とを重複して受けることはできません。

　（３） 「人間ドック助成金交付申請書」を下記に提出してください。また、朝来市国民健康保険に加入されている

　　　方は、申請時に健康保険証を提示してください。（申請書は、朝来市ホームページ、又は、健康課・市民課にあ

　　　ります。）

　（４） 申請書の提出後に、「人間ドック利用助成券」を交付します。「人間ドック利用助成券」を持って人間ドック

　　　を受診してください。

　（５） 助成額は、朝来市国民健康保険被保険者は、１８,０００円、その他の方は、８,０００円。

　（６） 人間ドック受診助成の対象病院は、下記のとおりです。（平成１８年３月末まで）

　

　

 

　　　　※　受診料金・検診内容については各病院によって違いがあります。

　　　　※　病院によっては受診者多数のため希望に添えない場合もありますので、受診病院の変更をお願いします。

　　　　　　詳しくは受診される医療機関にお問い合わせください。

  ２．申請書の提出先及び問い合わせ先　

　　　朝来市健康課（和田山保健センター）　℡６７２－５２６９　　　　山東支所市民課　　℡６７６－２０８０

　　　生野支所市民課（生野保健センター）　℡６７９－４８９０　　　　朝来支所市民課　　℡６７７－１１６５　　　
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　還暦を節目としてますますお元気にご活躍ください

ますよう還暦をお迎えになる昭和２１年生まれの方を対

象に、還暦お祝い教室を開催いたします。

●と　き　平成１８年３月２６日（日）　１３：００～受付

　　　　　１３：３０～１５：００　講演

●ところ　さんとう緑風ホール

　　　　　（朝来市山東町楽音寺９５　山東庁舎横）

●内　容　講演　「はつらつと生きる」

　　　　　講師　栗木  剛 先生（県野外レクリエーション指導者協議会事務局長）

　　　　＊講演終了後、希望者に血圧測定します。

●持ち物　健康手帳（ない方は、申し込み時に申し出て

　　　　　ください。作成して当日お渡しいたします）

●申し込み　平成１８年３月１０日（金）までに朝来市健康課

　　　　　へお申し込みください。

●問い合わせ　健康課　℡６７２－５２６９

受診料金(参考)電話番号実施病院名

２８,３５０円６７４－２０２１公立和田山病院

２７,４００円６７６－３１５７公立梁瀬病院

３６,７５０円０７９６－４２－１６１１公立日高病院

４０,５００円０７９６－２２－６１１１公立豊岡病院

３３,６００円０７９０－３２－１３３１公立神崎総合病院



平成１８年２月号２１

焔煙焔麻しん、風しんの受け方が変わります焔煙焔

　平成１８年4月１日より、「麻しん、風しん」の予防接種は、混合ワク

チンによる２回接種となります。第１期は、１歳から２歳までの１年間、

第２期は、小学校就学前の１年間です。

７歳半未満のお子さんは下記にてご確認ください。

　　① 平成１０年１０月２日生まれから
　　　　　　麻しん、風しんの予防接種をそれぞれ受けてない方は、

　　　　　　平成１８年３月３１日までに接種を済ませてください。

　　　  平成１６年４月１日生まれまで

　　② 平成１６年４月２日生まれから
　　　　　　麻しん、風しんの予防接種をそれぞれ受けていない方は、

　　　　　　平成１８年３月３１日までにどちらも接種を済ませて下さ

　　　　　　い。

　　　　　　＊なお、どちらも受けておらず、どちらもかかったこと
　　　　　　　がない場合には、平成１８年４月１日以降、２歳の誕生
　　　　　　　日の前日まで、麻しん風しん混合ワクチンを接種する
　　　　　　　ことができますが、感染する前に接種することが大切
　　　　　　　ですので、早期に接種をしましょう。

　　　  平成１７年４月１日生まれまで

　　③ 平成１７年４月２日生まれ以降
　　　　平成１８年４月１日以降に麻しん風しん混合ワクチンを受け

　　　　てください。

　　　　「１歳になったらなるべく早く受けましょう」

　■問い合わせ　健康課　電話６７２－５２６９

なるほ
ど！

メタボリックシンドロームをご存知ですか？

　肥満は、生活習慣病の一つであり、高血圧や高脂血症、

糖尿病を引き起こす要因になります。その肥満チェック

の方法として、おへその高さで測った腹囲が、男性８５c

ｍ以上、女性９０ｃｍ以上あれば、内臓に脂肪がたまる

「りんご型肥満」といいます。

　この肥満は、特に中高年の男性に多く見られますが、

この肥満に加えて自覚症状がなくても「高血圧」「高脂血

症」「糖尿病」の生活習慣病の２つ以上について、検査値

が少し高めであったり、基準値内でも異常値に近い場合

が『メタボッリクシンドローム（内臓脂肪症候群）』です。

　この状態は、動脈硬化を急激に悪化させ、自覚症状が

なくても心臓病や脳卒中などの重篤な病気を引き起こし

ます。

　メタボリックシンドロームを予防するには、まず「食

生活」と「運動」の改善を心がけ、肥満を予防すること

が大切です。

２月１日から７日の一週間は、生活習慣病予防週間です。

自らの生活習慣を見直し健康づくりに努めましょう。

メタボリックシンドロームの予防
　　　　　　～生活習慣を見直そう～

○食生活を改善しよう

　・１日３食、バランスのよい食事をとろう

　・ゆっくりよく噛んで腹八分目を心がけ、食べすぎない

　・うす味をこころがける

　・お菓子や甘いもの、アルコールは控え、買い置きしない

○運動を習慣づけよう

　・日常生活の中で積極的に体を動かそう

　・無理なく続けられる運動を見つけよう

○禁煙しよう

　　喫煙は動脈硬化を促進させます

○定期的に健診を受けよう

　　定期的に体の状態を知ることは病気の早期発見だけ

　でなく、健康を維持するためにとても重要です

　
■問い合わせ

　健康課　　℡　６７２－５２６９

▼

母子家庭等福祉懇談会
参加者募集

母子家庭・父子家庭のみなさんへ

　母子家庭等福祉懇談会を婦人共励会
と共催で下記により開催します。
　楽しい親子行事もあります。ふるっ
てご参加ください。

日　時　平成１８年２月２６日（日）

　　　　１３：００から

場　所　朝来市朝来老人福祉保健セン

　　　　ター

対象者　母子家庭・父子家庭の親と子

内　容　①講話（講師：未定）

　　　　②制度の説明（母子自立支援員）

　　　　③懇談

　　　　④親子お楽しみ行事（一足早い

　　　　　おひなまつり…工作とおやつ

　　　　　作り）

申込締切　平成１８年２月２１日（火）

申込先　①社会福祉課　℡６７２－６１２３

　　　　　母子自立支援員

　　　　②朝来市婦人共励会役員

●問い合わせ　社会福祉課

　　　　　　　℡６７２－６１２３
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平成１８年２月号２３

～朝来警察署からのお願い～
◆ちょっと待って、騙されないで！◆

「振り込め詐欺」にご注意！

　振り込め詐欺は、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」の総称です。

■「オレオレ詐欺」とは、電話を利用して親族、警察官、弁護士などを装い交通事故の示談金の名目で、現金を預金口座な

　どに振り込ませたりして騙し取る手口で、高齢者の方などが被害に遭われています。

■「架空請求詐欺」とは、郵便、インターネットなどを利用して不特定多数の人に対し、架空の事実を口実とした料金を請

　求する文書を送付したりして、現金を預金口座に振り込ませるなどして騙し取る手口をいいます。

■「融資保証金詐欺」とは、実際には融資しないにも関わらず、融資する（低金利ですぐ融資）旨の文書などを送付するなどして、融

　資を申し込んできた者に対し、保証金などを名目に現金を預金口座などに振り込ませたりして騙し取る手口をいいます。

★くれぐれも脅しめいた言葉や甘い言葉につられないでください。

★現金の振り込みを要求する電話を受けた場合は、家族に確認したり、家族・知人に相談する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相手に電話をしない。

おかしい？と思ったら、すぐに警察に連絡してください。　朝来警察署　℡６７２－０１１０

　但馬県民局では、地域ビジョンに示された将来像の実現に向けた社会基盤整備にあたり「県民の理解のもとでの整

備推進」「事業実施過程の透明化」を図るため「但馬地域社会基盤整備の基本方針」を平成14年3月に策定しました。

　その後、市町合併や平成16年災害などの社会情勢の変化により改訂の必要が生じたため、平成17年から「明日の

但馬の社会基盤を考える懇談会」等での検討を行ってまいりました。このたび、その素案がまとまりましたので、以

下のとおり県民の皆さまからご意見・ご提案を募集することとしました。多数のご応募をお待ちしております。

　なお、ご意見などについては、「但馬地域社会基盤整備の基本方針」の改訂にあたっての参考とさせていただきます

とともに、ご意見などの概要とこれに対する県の考え方を、最終決定した「但馬地域社会基盤整備の基本方針」とと

もに発表させていただきます。

１  詳しい資料の閲覧方法

(1) インターネット

　ホームページ（但馬県民局県土整備部のページ）に掲載しています。

　アドレス　http://web.pref.hyogo.jp/tajima/kendo/pc/tsk-pc.html

(2) 県民情報センター

　中央県民情報センター（神戸市中央区下山手通４－１６－３　兵庫県民会館４階）

　但馬地域県民情報センター（但馬県民局１階）

(3) 郵送

　　送付をご希望の方は、宛先（送付先）を記入し、240円の郵便切手を貼った定形外封筒（Ａ４サイズ210mm×

　297mmが入る封筒）を下記のご意見・ご提案の提出先まで送付してください。

　　なお、お送りする資料は、「但馬地域社会基盤整備の基本方針改訂案」のみであり、その他の参考資料はお送りで

　きませんのでご了承ください。（県民情報センターでは、参考資料を含めてすべての資料がご覧いただけます。）

２  ご意見・ご提案の提出

(1) 受付期間

　平成１８年２月２２日まで（必着）

(2) 提出方法

　イ　記載様式は自由です。

　ロ　提出いただいたご意見等の内容について、こちらから照会させていただく場合がありますので、住所（所在地）、

　　氏名（団体名）、電話番号のご記入をお願いします。

　　　また、パブリック・コメント手続が幅広く県民の皆さまに活用されるよう改善していくための参考としたいの

　　で、性別、年齢を記入くださるようご協力をお願いします。

　ハ　下記の提出先まで、電子メール、FAX、郵送により送付してください。

　　　なお、お電話でのご意見等の提出はご遠慮いただいておりますのでご理解ください。

(3) 提出先

　　　〒６６８－００２５　豊岡市幸町７－１１　兵庫県但馬県民局　県土整備部豊岡土木事務所　企画調整担当

　　　℡ ０７９６－２６－３７３４　　俊 ０７９６－２４－５５９３　　e-mail   tajimakd@pref.hyogo.jp

「但馬地域社会基盤整備の基本方針案」について
県民の皆さまのご意見・ご提案を募集しています。

振り込む前に

 １１０番！



平成１８年度第１期「走る県民教室」

　平成１８年４月１日（土）～５月３１

日（水）までに民間の貸し切りバスを

利用して県や市町の施設を見学する

場合、バス代金の２分の１（限度額：

１日コースは５万円、１泊２日コー

スは１０万円。ただし但馬地域内での

宿泊は５万円）を県が補助します。

■募集期間　２月２０日（月）～３月

３日（金）

■対象団体　但馬地域の自治会、高

齢者、女性、青少年団体など（２０人以

上）

■条　件　１日コース：県の施設を

２ヵ所以上または県と市町の施設を

それぞれ１ヵ所以上見学。１泊２日

コース：県の施設を３ヵ所以上また

は県の施設を２ヵ所以上と市町の施

設を１ヵ所以上見学。　

■問い合わせ　但馬県民局企画調整

部調整課　℡０７９６－２６－３６１３

但馬県民局和田山分室　℡６７２－

６８５０

兵庫県高齢者放送大学　
平成１８年度学生

　ラジオで生涯学習を講座をとどけ

ている兵庫県高齢者放送大学では平

成１８年度の学生を募集します。

■対　象　６０歳以上で県内在住の

人（本科生５００人、先着順）（他に聴講

生制度あり）

■募集期間　２月１３日（月）～４月

１４日（金）まで

■学習期間　１年間

■経　費　６,０００円（テキスト代含）

〔聴講生５,０００円〕

■放　送　ラジオ関西５５８kHz（但馬

１３９５kHz）　毎土曜６：３０～７：００

※他に中央・地方スクーリングあり

■問い合わせ　〒６７５－０１８８　加古

川市平岡町新在家９０２－３　兵庫県

高齢者生きがい創造協会内 兵庫県

高齢者放送大学  ℡０７９４－２４－３３４２

電気通信サービスモニター

　電気通信サービスに関する利用者

のご意見やご要望を幅広くお聞かせ

いただくため、平成１８年度電気通信

サービスモニターを募集します。

■応募資格　電話・インターネット

等の電気通信サービスに関心がある

満２０歳以上の方で、次の活動を行う

ことが可能な方

■活動内容　①総務省が実施するア

ンケート調査への回答（年２回実施

予定、会員の方）　②モニター会議

への出席（年１回開催予定、別途出

席をお願いする方）　③登録いただ

ける方を対象として、メールマガジ

ンの配信、電子メールでのアンケー

トを実施（メールアンケートには謝

礼等はありません）

■委託期間　平成１８年４月１日か

ら平成１９年３月３１日までの１年間

■募集人員　近畿管内にお住まいの

方１３０人程度

■応募方法　はがきまたは近畿総合

通信局ホームページから応募

■応募期間　２月２０日（月）まで（郵

送は当日消印有効。ホームページか

らは１７時までに応募のこと）

■謝　金　アンケート調査にご協力

いただいた方及びモニター会議にご

出席いただいた方に、別途謝金をお

支払いします。

■応募・問い合わせ　〒５４０－８７９５

大阪市中央区大手前１－５－４４　

近畿総合通信局情報通信部電気通信

事業課　℡０６－６９４２－８５１８

ホームページ　http://www.ktab.go.jp/

養子を育てたい人のための講座

　養子を望んでいる人、養子縁組に

関心を持つ人、これから考えたい、

知っておきたい人を対象に、手続き

や制度の説明、体験談をプログラム

にして、養子を迎える心構えなどを

考えていきます。

■日　時　平成１８年２月１８日（土）・

２５日（土）　２日間の連続講座　両

日とも１３：３０～１６：００

■会　場　姫路国際交流センター　

姫路市本町６８－２９　℡０７９２－８７－

０８２０（JR姫路駅より北へ徒歩１０分）

※３月４日・１１日にも西宮会場で開

催されます。お問い合わせください。

■定　員　夫婦１５組（どちらか一人

での参加も可）

■資料代等　夫婦１組５,０００円　一人

の場合は３,０００円（資料・お茶代等）

■申し込み・問い合わせ　社団法人

家庭養護促進協会　〒６５０－００１６　

神戸市中央区橘通３丁目４－１　神

戸市総合福祉センター２階　℡０７８

－３４１－５０４６　俊０７８－３４１－１０９６

広報 朝朝来来 ２４

小・中・養護学校の非常勤職員の募集
　兵庫県教育委員会では、県内の市町組合立小・中・養護学校（神戸市を除

く）の非常勤職員を募集しています。

勤務内容　・初任者研修に係る授業の補充

報 酬 等　・報酬は１時間あたり２，８００円

　　　　　　（平成１７年度現行額で若干変更になる可能性がある）

　　　　　・交通費は、支給限度額の範囲で実費支給

資　　格　希望する校種の教育職員免許法に定める小・中・高等学校教諭

　　　　　普通免許状の取得者又は、平成１８年４月１日までに取得できる

　　　　　者であること。

募集受付　・平成１８年２月１日（水）から同年３月２２日（水）までに必

　　　　　　着（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）

　　　　　・最寄りの市町組合教育委員会または、教育事務所で受け付け

　　　　　　ます。

※勤務条件等詳しい内容については、最寄りの市町組合教育委員会、教育

　事務所、又は県教育委員会義務教育課へお問い合わせください。

　　　　朝来市教育委員会学校教育課　　６７７－２１１５（直）

　　　　但馬教育事務所教育推進課　　　０７９６－２３－１００１（代）

　　　　兵庫県教育委員会義務教育課　　０７８－３４１－７７１１（代）

募 集募　　　集募 集募　　　集



平成１８年２月号２５

心配ごと相談

　経験豊富な相談員が、あらゆる生

活上の相談に応じます。

■とき・ところ　(毎月開催）

　生野保健センター　　   第１水曜日

　朝来市役所南庁舎　　第２水曜日

　山東老人福祉センター　第３水曜日

　朝来老人福祉保健センター  第４水曜日

  (いずれの会場も１３：００～１６：００

相談日が祝日の場合はその翌日）

行政相談

   毎日の暮らしのなかで、官公庁の

仕事についての苦情や意見・要望な

どを相談員がお聞きします。

■と　き　２月２７日（月）

　　　　　１３：３０～１５：００

■ところ　生野保健センター

　　　　　和田山老人福祉センター　

　　　　　　 山東公民館

                 朝来老人福祉保健センター

人権相談

   人権問題でお悩みの方、お気軽に

ご相談ください。

■と　き　２月９日（木）

　　　　　１３：３０～１５：００

■ところ　生野保健センター

　　　　　和田山農業研修センター

　　　　　山東老人福祉センター

　　　　　朝来老人福祉保健センター

司法書士による多重債務及
びヤミ金被害者無料相談会

　やむを得ず多額の債務を負う羽目

に陥り、だれにも相談できずに悩ん

でおられる方を救済するため、司法

書士が毎月１回無料相談を開催しま

す。相談は電話での予約制です。

■と　き　２月１８日（土）

　　　　　１３：００～１６：００

■ところ　豊岡市民会館

■予約・問い合わせ　兵庫県司法書

士会但馬支部　多重債務者対策委員

会　℡０７９－６６５－８０２５

国の教育ローンのご案内

　国民生活金融公庫は、政府系金融

機関として「国の教育ローン」をお

取り扱いしています。お気軽にご相

談ください。

■対　象　高校・大学・専門学校等

に入学・在学される方の保護者また

はご本人で、年間収入額が９９０万円

（事業所得者については７７０万円）以

内の方

■融資額　学生・生徒一人につき

２００万円以内

■返済期間　１０年以内

■据置期間　在学期間での元金の据

置ができます（返済期間に含まれます）

■利　率　年１.８５％（平成１８年１月

１０日現在）

■相談・問い合わせ　国民生活金融

公庫豊岡支店　℡０７９６－２２－４３２７

国民生活金融公庫教育ローンセン

ター　℡０５７０－００８６５６（全国から市

内通話料金でご利用いただけます。

利用できない場合は　℡０３－５３２１

－８６５６）

柳田邦男さん講演会

■日　時　３月５日（日）　

　　　　　１３：３０開演

■会　場　養父市立ビバホール（養

父市広谷２５０）

■講　師　柳田邦男氏（作家）

■テーマ　人生を豊かにする絵本た

ち～今、大人にこそ絵本を～

■入場料　３００円（全席自由）

■問い合わせ　養父市立養父公民館

℡０７９－６６４－１１４１

大学通信教育合同入学説明会

■主　催　除私立大学通信教育協会

■開催日　①２月１１日（土）　１２：００

～１７：００　②２月１２日（日）　１１：

００～１７：００　③ ２ 月２５日（土）　

１２：００～１７：００

※入場無料・参加申込不要・入退場自由

■場　所　①兵庫県農業会館１１階

（神戸市中央区海岸通１番地）　②阪

急グランドビル２６階（大阪市北区角

田町８－４７）　③梅田スカイタワー

ウエスト１０階（大阪市北区大淀中１

－１－３０）

■参加校　①２９校（大学１８校、大学

院５校、短大６校）　②３４校（大学２３

校、大学院５校、短大６校）　③３３校

（大学２２校、大学院５校、短大６校）

※参加校はお問い合わせください。

■対　象　一般および高校生

■問い合わせ　〒１１３－００３３　東京

都文京区本郷２－２７－１６大学通信

教育ビル３階　除私立大学通信教育

協会　℡０３－３８１８－３８７０　俊０３－

５８０３－９９３９　ホームページhttp://w

ww.uce.or.jp

２２月の市税月の市税
●税目　固定資産税  ４期

●納期　２月２８日（火）

相 談相　　　談相 談相　　　談

お知らせお 知 ら せお知らせお 知 ら せ

コイヘルペスウイルス（KHV）病の
まん延防止に関する委員会指示について

　兵庫県内水面漁場管理委員会長から次のとおり委員会指示が発動されました。

１．県内の河川等からコイを持ち出して他の水域に放流することを禁止する。

２．県内の河川等にコイを放流する時は、PCR検査等により、そのコイ群

　がKHVに感染していないことを確認すること。

３．コイの生死を問わず、河川等へのコイの投棄を禁止する。

４．指示の期間は平成１８年１月１日～平成１８年１２月３１日までです。
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広報 朝朝来来 ２６

南但馬歴史・文化ミュージアム中核交流拠点南但馬歴史・文化ミュージアム中核交流拠点

イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーージジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジジキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララクククククククククククククククククククククククククククククククククククククククククタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集イメージキャラクター愛称募集

　北近畿豊岡自動車道（H１８年供用開始予定）の整備に伴い発掘され

た史跡「茶すり山古墳」と、これに近接する道の駅「但馬のまほろ

ば」（H１８年オープン予定）周辺エリアを中核交流拠点と位置づけ、

地域内外の交流促進及び地域の活性化を図るため「南但馬歴史・文化

ミュージアム推進計画」が兵庫県但馬県民局により策定されました。

　この計画に基づき、南但馬歴史・文化ミュージアム推進協議会では

この中核交流拠点を広くＰＲするためのイメージキャラクターを募

集していましたが、このたびそのイメージキャラクターが決定され

ました。

　これに伴い、下記によりキャラクターの愛称を募集します。

募集期間　２月１７日（金）まで　当日消印有効

応募規定　◆独自に考案したものに限ります。

　　　　　◆任意の様式に、イメージキャラクターの愛称、郵便番号、住所、氏名、職業（学生の場合は学校名・学

　　　　　　年）、電話番号、生年月日を明記ください。      

　　　　　◆応募数に制限はありませんが、１枚につき１点に限ります。また応募作品は返却しません。

　　　　　◆応募料は無料ですが、郵送料など応募に伴う費用は応募者でご負担ください。  

　　　　　◆愛称に関する著作権は応募者ご自身で許諾を得てください。仮に第三者から権利侵害や損害賠償などの

　　　　　　主張がなされたとしても当方は一切の責任を負いません。     

　　　　　◆応募者は、応募した時点で本応募規定に同意したものとします。   

　　　　　◆入賞となった愛称の著作権・使用権は、南但馬歴史・文化ミュージアム推進協議会に帰属します。入賞

　　　　　　作品の広告・商品化の際の２次使用の権利を含みます。     

　　　　　◆応募者の個人情報は、愛称の審査だけに使用されます。    

応募資格　プロ・アマ、年齢は問いません。 

決定方法　南但馬歴史・文化ミュージアム推進協議会にて決定します。 

　  賞　      最優秀賞　１点　商品券　２万円相当　　　優秀賞　２点　商品券　１万円相当 

発　　表　平成１８年３月下旬、市ホームページ及び広報誌にて発表予定。審査結果は入賞者のみに通知します。

　　　　　また、審査に関する異議の申し立ては一切受け付けません。 

応募方法　応募は郵送のみ。ＦＡＸ、ｅ－ｍａｉｌでの応募は不可。

宛先・問い合わせ　〒６６９－５２９２　兵庫県朝来市和田山町東谷２１３番地１ 

　　　　　朝来市企画部企画政策課内　南但馬歴史・文化ミュージアム推進協議会事務局 

　　　　　℡０７９－６７２－３３０１　俊０７９－６７２－４０４１　　　　　

≪講　座≫

コミュニケーションを大切に
　「みんなで一緒に素敵な人になりましょう」
講師／オフィスレッツドゥイット社長　奥田真理氏

■とき　２月２６日（日）１４：３０～　■会場　美術館アトリエ室

■入場料　入館料のみ（会場準備の都合により要申込み）

　元日本航空客室乗務員で、現オフィスレッツドゥイッ

ト社長・関西セレブ学院院長の奥田真理さんを講師に迎

え、人との出会いで最も大切といわれるコミュニケー

ションについて考える講座を開催します。

≪展覧会≫

●朝展２００６～朝来からの風～展
　全作品展　　２月１７日（金）～２６日（日）

　優秀作品展　３月３日（金）～１２日（日）

「朝展」に出品された４部門の全作品を、部門ごとに絵画

は生野マインホール、立体はあさご・ささゆりホール、書

画は和田山ジュピターホール、写真はさんとう緑風ホー

ルで展示します。展示期間中に随時審査され、「朝展大

賞」（各部門１点）など入賞、入選作品等の優秀作品約８０点

を集めた展覧会をあさご芸術の森美術館で開催します。
■問い合わせ　〒６７９－３４２３　兵庫県朝来市多々良木
７３９－３　あさご芸術の森美術館　℡６７０－４１１１ 
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あさご芸術の森美術館 ASAGOARTVILLAGE

（イメージキャラクター）
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ホール・美術館・その他催し

 



18172/ 16
3か月児健診・BCG

接種 和保

252423
農業相談会 

1歳6か月児健診 

生庁

和保

22
心配ごと相談 

3歳児健診 

朝老

和保

2120
3か月児・8か月児・1

歳6か月児・3歳児健

診・BCG接種 朝多

19

4 32
3か月児健診・BCG

接種 和保

3/ 1
心配ごと相談 生保

28
健康相談 枚田岡

27
行政相談 

   

生保

和老山公朝老

26

1110 9
人権相談 

   

8か月児健診 

生保

和農山老朝老

和保

 8
心配ごと相談 

1歳6か月児健診 

こころのケア相談

（予約制） 

市南

和保

生保

 7
3歳児健診 和保

 6 5

15
心配ごと相談 

健康相談 

献血 

山老

枚田岡

朝老

14
3か月児・8か月児・1

歳6か月児・3歳児健

診・BCG接種 生保

13
労務相談会 

離乳食教室 

山庁

山老

12

2/16～3/15

 …生野庁舎　　　　　　　　 …生野保健センター

 …和田山農業研修センター …市役所南庁舎　　　　　　

 …和田山保健センター　　　 …和田山老人福祉センター

 …枚田岡会館　　　　　　　 …山東庁舎

 …山東公民館　　　　　　　 …山東老人福祉センター　

 …朝来庁舎　　　　　　　　 …朝来老人福祉保健センター

 …朝来福祉多目的ホール　

生庁 生保

和農 市南

和保 和老

枚田岡 山庁

山公 山老

朝庁 朝老

朝多

各種乳幼児健診・予防接種など健康課の事業は、和田山・山東地区が合同で、生野・朝来地区が合同で実施します。（いずれも
該当児には個別通知します）

2/16～3/152/16～3/15

朝広　１８．２．１３,５００

　　Ｓａｔｕｒｄａｙ　　Ｆｒｉｄａｙ　　 Ｔｈｕｒｓｄａｙ　　Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ　　Ｔｕｅｓｄａｙ　　Ｍｏｎｄａｙ　　Ｓｕｎｄａｙ日 月 火 水 木 金 土

この広報紙は、自然環境を考えてソイ（大豆
油）インキ、再生紙１００％を使用しています。 広報 朝朝来来 2８

■　ヒメハナ公園　展示のご案内　■
「朝来市立梁瀬・粟鹿・与布土幼稚園作品展」
　期　間　２／１６（木）～ ３／５（日）

　　　　　９：００～１７：００

　出展者　朝来市立梁瀬・粟鹿・与布土幼稚園

　内　容　３幼稚園合同の作品展です。

　　　　　絵画や造形作品など数多く展示します。

◆ヒメハナ公園　ちぎり絵講習会のご案内◆
　ヒメハナ公園では、ひなまつりを題材としたちぎり
絵講習会を開催します。参加を希望される方は、ヒメ
ハナ公園までご連絡ください。
　日　時　①２／２４（金）１３：３０～　②２／２６（日）１３：３０～
　定　員　①②各１５名（受付先着順）
　材料費　（まり雛）８００円 ・（椿）１,２００円
　募集期間　２／１７（金）まで

■問い合わせ　ヒメハナ公園（℡６７６－４５８７）　山東町楽音寺５８６（入館無料・月曜休館）
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